
人材施策ガイドブック

２０２４年１０月末時点

東北経済産業局

地域経済部

産業人材政策室

※本資料は公表資料を元に産業人材政策室において、独自に作成した資料です。
詳細につきましては、各ページに記載の「問い合わせ先」へご確認ください。



1 人材課題への対応
確保
定着

育成
生産性
向上

人材課題に対応するためのヒントを知りたい 人材版伊藤レポート2.0 ● ● ● 6

中小企業・小規模事業者 人材活用ガイドライン ● ● ● 7

2 多様な人材の確保
確保
定着

育成
生産性
向上

副業・兼業人材について知りたい 「外部人材活用」の事例動画 ● 8

リーフレット「外部人材活用のススメ」 ● 9

副業・兼業人材の活用事例を知りたい ＞(株)ヤマキイチ商店（釜石市） ● 10

＞(有)大槻ファーム（丸森町） ● 11

右腕・中核人材の活用について相談したい プロフェッショナル人材戦略拠点 ● 12

「プロ拠点」の活用事例を知りたい ＞(株)ファーストインターナショナル（八戸市） ● 13

＞(株)高山（塩竈市） ● 14

＞(株)三栄機械（由利本荘市） ● 15

経営人材を確保したい 先導的人材マッチング事業 ● 16

地域企業経営人材マッチング促進事業 ● 17

外国人材について知りたい 高度外国人活躍推進ポータル ● 18

特定技能外国人制度ポータルサイト
（経産省所管：工業製品製造業分野）

● 19

外国人材の活用事例を知りたい 高度外国人材活躍事例 ● 20

外国人材の支援ツールを知りたい 外国人生活支援ポータルサイト ● 21

外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック ● 22

外国人材の在留資格を知りたい 外国人材の在留資格を知りたい ● 23-30

目次



目次
3 働き方改革 魅力ある職場づくり！

確保
定着

育成
生産性
向上

補助金、助成金、税控除を知りたい 人材確保等支援助成金 ● 31-32

キャリアアップ助成金 ● 33

働き方改革推進支援助成金 ● 34

両立支援等助成金 ● 35

賃上げ促進税制 ● 36

４ 雇用の場の創出
確保
定着

育成
生産性
向上

補助金、助成金、税控除を知りたい 地方拠点強化税制 ● 37-38

５ 自社のブランドを向上させたい
確保
定着

育成
生産性
向上

認定制度を知りたい ユースエール認定 ● 39

えるぼし認定 ● 40

くるみん認定 ● 41-42

新・ダイバーシティ経営企業100選 ● 43

健康経営優良法人 ● 44-45

なでしこ銘柄 ● 46

６ 地域ぐるみの人材課題への取組支援
確保
定着

育成
生産性
向上

補助金、助成金、税控除を知りたい 地域の人事部 ● ● 47-48

「地域の人事部」の取組事例を知りたい ＞一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン（石巻市） ● ● 49

「地域の人事部」取組のヒントを知りたい ＞「地域の人事部」の定着に向けたヒント集 ● ● 50

地域に人を呼び込みたい 特定地域づくり事業協同組合制度 ● ● 51-52

７ デジタル人材・DX人材を育てる！
確保
定着

育成
生産性
向上

知識・スキルを身につけさせたい デジタル人材育成プラットフォーム ● 53

マナビDX ● 54

マナビDX Quest ● 55



目次
８ リスキリングに活用できる支援制度

確保
定着

育成
生産性
向上

スキルアップさせたい 人材開発支援助成金 ● 56

「人材開発支援助成金」の活用事例を知りたい ＞仙台事業構想プロジェクト研究(事業構想大学院大学) ● 57

個人の教育訓練に活用できる助成金を知りたい 教育訓練給付制度 ● 58

人材育成に利用できる機関を知りたい 職業能力開発促進センター（ポリテクセンター） ● 59

生産性向上人材育成支援センター ● 60

キャリア形成・リスキリング支援センター ● 61

産学連携の人材育成施策を知りたい 高等教育機関における共同講座創造支援事業費補助金 ● 62-63

「共同講座補助金」の活用事例を知りたい ＞DOWAホールディングス(株)×東北大学 ● 64-65

産学連携の人材育成施策を知りたい 理工チャレンジ（リコチャレ！） ● 66

リカレント教育プラットフォーム構築支援事業 ● 67

女性のリーダー人材を育成したい 女性リーダー育成研修（WIL） ● 68

経営人材を育成したい 中小企業大学校 ● 69

９ 事業構想・経営方針を改めて考える！
確保
定着

育成
生産性
向上

経営人材を育成したい
地域イノベーションプロデューサー塾（RIPS）

地域イノベーションアドバイザー塾（RIAS）
● 70

経営状態を確認したい ローカルベンチマーク（通称：ロカベン） ● 71

企業競争力を強化したい デザイン経営 ● 72

１０ 地域の動き
確保
定着

育成
生産性
向上

半導体の人材育成について知りたい 東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム(T-Seeds) ● 73

洋上風力産業の人材育成について知りたい 洋上風力産業 O&M人材育成拠点 ● 74



目次
１１ 生産性向上に活用できる支援制度

確保
定着

育成
生産性
向上

補助金、助成金、税控除を知りたい 中小企業省力化投資補助（カタログ補助金） ● 75

IT導入補助金 ● 76

事業再構築補助金 ● 77

業務改善助成金 ● 78

産業雇用安定助成金 ● 79

１２ 参考資料

主な事例集１～２ 80-81

主なサポート機関 82-85



6

2.内容

人材版伊藤レポート2.0

人材課題に対応するためのヒントを知りたい

1.概要 ・2020年9月に公表された「人材版伊藤レポート」をさらに深掘り・高度化し2.0として2022年5月公表。
・人的資本経営をどのように実践していくかのアイディアの引き出しを提示するもの。

経産省「人的資本経営」のページはこちら

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/index.html


７

中小企業・小規模事業者 人材活用ガイドライン

人材課題に対応するためのヒントを知りたい

1.概要 地域企業の経営者や人事責任者が、経営課題の背景にある本質的な課題を見いだし、人材戦略の
検討を進めるためのステップ・ポイントを整理。
人材活用事例集とともに令和5年6月に中小企業庁が公表。

○問い合わせ先
中小企業庁 経営支援部 経営支援課
電話：03-3501-1511

「人材活用ガイドライン」紹介動画
中小企業の皆様／経営支援機関の皆様

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/guideline.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/jirei.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yrEYPkEi0y8
https://www.youtube.com/watch?v=X8CxkavzHcw


○問い合わせ先 東北経済産業局 産業人材政策室 ℡：022-221-4881（直通）

「外部人材活用」の事例動画（経産省）
1.概要

2.内容

副業・兼業人材について知りたい

実際に副業・兼業、プロボノといった外部人材を社内に
受け入れ、高度な業務や専門分野において協業を進めている
東北地域の企業の事例について、外部人材（個人）や
マッチングコーディネート機関のインタビューと共に紹介。

8

種別 企業名 所在地 主な事業概要 主な外部人材活用目的 コーディネート機関

1 副兼 (株)マルジンサンアップル
青森県
平川市

りんご生産・加工
人材戦略の見直し プラットフォームあおもり

2 副兼 (株)北三陸ファクトリー
岩手県
洋野町

水産養殖・
加工販売

経営戦略立案 ETIC.

3 副兼 (株)丸山運送
宮城県
仙台市

総合物流
社内業務フローの改善 サーキュレーション

4
プロ
ボノ

(株)さんりくみらい
宮城県
気仙沼市

農産物・水産物の
加工販売

新規顧客・販路の開拓 IMPACT Foundation 
Japan

5 副兼 (有)かまくらミート
秋田県
横手市

食肉総合卸・
加工販売

販路開拓、販売戦略の策
定

秋田プロフェッショナル
人材戦略拠点

6 副兼 (株)ニューテックシンセイ
山形県
米沢市

電子機器・
産業用機器製造

マーケティング、SNS活
用、ECサイトの再構築

山形プロフェッショナル
人材戦略拠点

7
プロ
ボノ

(同)とびしま
山形県
酒田市

観光業・
飲食業

新商品（サービス）開発 IMPACT Foundation 
Japan

8 副兼 (株)起点
福島県
いわき市

コットン製品の
製造・販売

企業及び製品の広報・PR いわき信用組合

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi_jinza/topics/230512_2.html
https://www.youtube.com/watch?v=3steNdLEotQ
https://youtu.be/E9-QCG6RtdY
https://youtu.be/LmYQGAZUrVI
https://youtu.be/KI4X4Rb76sM
https://youtu.be/8Gxd1_dRxnM
https://youtu.be/3-IGGtFvnck
https://youtu.be/ldlJFaYL7x8
https://youtu.be/fLUw1oiX7nQ


リーフレット「外部人材活用のススメ」（経産省）
1.概要

2.内容

副業・兼業人材について知りたい

中小企業の経営課題解決のための副業・兼業、プロボノ人材活用について、東北地域の外部人
材活用企業60社を対象に行ったヒアリングと経営分析の結果をもとに、活用のメリットや好事例に
関してのリーフレットを作成。

9

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

◆ダウンロード、使用について
ご自由にダウンロード、印刷してご活用ください（印刷の際はA3サイズにて短辺とじで両面印刷の上、半分に折っていただくことをお勧めします）。利用に当たって、東北経済産業局へ申請や連絡をいただく必要はありません。

○問い合わせ先 東北経済産業局 産業人材政策室 ℡：022-221-4881（直通）

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi_jinza/topics/pdf/240325.pdf


▲募集を行った（有）ヤマキイチ商店はホタテを中
心として、ブランド水産物の卸し/EC事業を手掛け
ている。

10

(株)ヤマキイチ商店（釜石市）

▲ホタテ等の三陸地域の水産物を主に首都圏でPRする複業者を募集。
首都圏のITコンサルタントと広告代理店勤務の2名の採用に成功した。

岩手県釜石市での副業社員採用に関して、採用された方には、市の関係人口として、市の商工担当者からの
地域案内、地域の経済課題の議論や、移住の可能性がある場合には、公営住宅の空き部屋への宿泊等の
調整をするなどの連携が開始した。

副業人材活用事例、自治体との連携
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：(株)パソナ東北創生作成
（R5支援機関ネットワーク事業）
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(有)大槻ファーム（丸森町）

ワークショップとメンタリングを通じて、企業のビジョンを明確化。その上で、自社の採用課題の一つが情報発信に
あるという仮説のもと、採用する人材要件に沿って採用戦略を策定。広報人材は、仕事量からフルタイムでの採
用が向いていないと判断し外部人材採用メディアを通じて採用活動を実施した。

▲宮城県丸森市の養豚業者
（有）大槻ファーム

▲R5委託事業のワークショップに参加
（七十七銀行、商工会等との壁打ち）

新規求人
（Web・紙での広

報担当）

採用に成功
（外部人材）

▲新規の副業求人の組成・マッチング
【ダブルワークみやぎ（宮城県の副業・兼業マッチングサイト）】

既存求人
（養豚業務担当）

採用に成功
（正社員）

副業人材活用事例、支援機関ネットワーク構築
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：(株)パソナ東北創生作成
（R5支援機関ネットワーク事業）



○問い合わせ先
青森県  ℡：017-735-6550 岩手県  ℡：019-631-3828 宮城県 ℡： 022-341-6033  

      秋田県 ℡：018-860-5624 山形県 ℡：023-647-0665 福島県 ℡：024-525-4091

プロフェッショナル人材戦略拠点（内閣府）
1.概要

2.内容

右腕・中核人材の活用について相談したい

外部人材活用による地域企業の経営課題解決を後押しするため、各道府県に設置されている
プロフェッショナル人材戦略拠点が、地域企業とプロフェッショナル人材のマッチングをサポート。

12

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/aomori/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/iwate/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/miyagi/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/akita/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/yamagata/
https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/fukushima/
https://www.pro-jinzai.go.jp/
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(株)ファーストインターナショナル（八戸市）

プロフェッショナル人材戦略拠点 活用事例
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：プロフェッショナル人材活用ガイドブック2024より抜粋

https://www.pro-jinzai.go.jp/jirei/files/r05_guidebook.pdf
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(株)高山（塩竈市）

プロフェッショナル人材戦略拠点 活用事例
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：プロフェッショナル人材活用ガイドブック2023より抜粋

https://www.pro-jinzai.go.jp/jirei/files/r04_guidebook.pdf
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(株)三栄機械（由利本荘市）

プロフェッショナル人材戦略拠点 活用事例
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

資料：プロフェッショナル人材活用ガイドブック2023より抜粋

https://www.pro-jinzai.go.jp/jirei/files/r04_guidebook.pdf
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先導的人材マッチング事業（内閣府）

経営人材を確保したい
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

東北管内採択事業者

 あおもり創生パートナーズ
 いわぎんリサーチ

＆コンサルティング
 北日本銀行
 秋田銀行
 北都銀行
 仙台銀行キャピタル

＆コンサルティング
 七十七ヒューマンデザイン
 山形銀行・TRYパートナーズ
 きらやか銀行
 荘内銀行
 東邦銀行
 福島銀行

事業スキーム

※過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不
利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村

○本事業に関する問い合わせ先（実施主体の金融機関用）
内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局 内閣府地方創生推進室 ℡：03-6257-1412

（人材マッチングを希望される企業様においては、採択金融機関にお問い合わせください）

1.概要 地域の中堅・中小企業の経営課題等を把握している地域金融機関等が、取引先等の人材ニーズを
調査・分析し、人材紹介会社と連携するなどしてハイレベルな経営人材等のマッチングを行う取組に対
して支援を行うことにより、地域の中堅・中小企業の成長・生産性の向上の実現を目指す。

https://pioneering-hr.jp/
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地域企業経営人材マッチング促進事業（金融庁）

経営人材を確保したい
人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

○問い合わせ先
金融庁 監督局総務課
人材マッチング推進室
tel：03-3506-6000

大企業から地域の中堅・中小企業への人の流れを創出し、地域企業の経営人材確保を支援するため、
地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）に人材リストを整備し、地域金融機関等による人材マッチ
ングを推進。転籍型、兼業・副業型、兼業・副業型又は在籍出向型のうちいずれか。

事業スキーム

 あおもり創生パートナーズ
 みちのく銀行
 いわぎんリサーチ＆コンサルティング
 北日本銀行
 東北銀行

 山形銀行・TRYパートナーズ
 きらやか銀行
 荘内銀行
 東邦銀行
 福島銀行
 大東銀行

 仙台銀行キャピタル＆コンサルティング
 七十七ヒューマンデザイン
 石巻商工信用組合
 秋田銀行
 北都銀行

東北管内登録地域金融機関

1.概要

https://www.revicareer.jp/


高度外国人材活躍推進ポータル（経産省）
1.概要

2.内容

外国人材について知りたい

産学官関係者の連携を通じて、東北地域における高度外国人材のリクルーティング等を促進する
「東北高度外国人材活躍推進コンソーシアム」の設立に合わせて、2024年3月に開設。
高度外国人材を活用したい企業や働きたい
外国人材向けに、幅広い情報を掲載している。

○問い合わせ先 東北経済産業局 国際課 ℡：022-221-4907（直通）もしくは 最寄りのJETRO

地域ごとの情報
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https://www.jetro.go.jp/hrportal/
https://www.jetro.go.jp/jetro/japan/list.html


特定技能外国人制度ポータルサイト（経産省）
（経産省所管：工業製品製造業分野）

1.概要

2.内容

外国人材について知りたい

工業製品製造業分野において、特定技能外国人の受入れを検討している国内事業者および外国人
材向けに、制度の紹介や関連資料をはじめ、FAQや相談窓口について掲載している。

○問い合わせ先
＊製造業分野企業向け特定技能外国人材制度相談窓口  専用回線：03-6838-0058
＊製造業分野特定技能外国人（もしくはなろうとする方）向け相談窓口 多言語コールセンター  専用回線：050-2018-6773 19
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☞繊維業における特定技能制度の活用に向けたWEB説明会（2024.9.4）

• 出入国在留管理庁（特定技能制度の概要について） 【 資料 】
• 経済産業省 説明資料（繊維業の上乗せ４要件について） 【 資料 】
• 日本繊維産業連盟 説明資料（特定技能外国人の雇用手続き） 【 資料 】

参考

https://www.sswm.go.jp/
https://www.sswm.go.jp/
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/contact_list.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/#:~:text=%E7%B9%8A%E7%B6%AD%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E7%89%B9
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/240904_isa_movie.mp4
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240904-1.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/240904_meti_movie.mp4
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240904-2.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/240904_jtf_movie.mp4
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/240904-3.pdf


高度外国人材活躍事例
1.概要

外国人材の活用事例を知りたい

「東北高度外国人材活躍推進コンソーシアム」の対象地域にて、高度外国人材が活躍する企業を
取材し、経営者・人事担当者、外国人社員本人のインタビュー等を掲載。

○問い合わせ先 東北経済産業局 国際課 ℡：022-221-4907（直通）

エリア 企業名 業種
掲載されている高度外国人

国籍 業務内容

青森県
弘前市

(株)青南商事 総合リサイクル業 アメリカ システムエンジニア（社内ITのインフラ管理）

岩手県
盛岡市

(株)岩手ファーム 畜産業 ベトナム 経理、人事管理、技能実習生のサポート

岩手県
西和賀町

岩手 湯川温泉
「山人-yamado-」

宿泊業 ネパール フロント業務、接客

宮城県
仙台市

(株)Sola.com 情報サービス業 マレーシア システムエンジニア（サイバーセキュリティ）、外国人社員の採用・サポート

宮城県
南三陸町

(株)タカノ鐵鋼
一般鉄骨加工業、
建設業

ベトナム CAD技術者（鉄骨の一般図面作成）

山形県
山形市

(株)エム・エス・アイ 情報サービス業 モンゴル システムエンジニア（WEBアプリケーションの設計・開発）

山形県
山形市

スズキハイテック(株)
製造業
(表面処理業)

インドネシア 新規事業開発、営業

山形県
朝日町

(株)ニクニアサヒ 製造業 インドネシア
エンジニア（生産工程の改善、治具設計、設計のVE提案、設備導入計
画の立案・履行、PLC（制御装置）プログラム作成）

福島県
本宮市

(株)光大 製造業 ネパール 海外営業

20
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https://www.jetro.go.jp/hrportal/region/tohoku/jirei.html
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/01.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/02.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/03.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/03.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/04.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/05.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/06.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/07.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/08.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/hrportal/region/tohoku/pdf/09.pdf


外国人生活支援ポータルサイト（出入国在留管理庁）

外国人材の支援ツールを知りたい

21

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

多言語での生活・就労ガイドブック（電子版）や行政機関の相談窓口及び地方公共団体の相談窓口、
災害時に役立つ情報など、日本で生活する外国人住民の生活や就労において有用な情報を掲載。

○問い合わせ先 出入国在留管理庁
℡：03-3580-4111（法務省代表）

在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン

多文化共生や日本語の有識者、外国人を支援する団体の関係者などを集めた在留支援のためのやさしい日本
語ガイドラインに関する有識者会議を開催し、やさしい日本語を活用している地方公共団体や外国人の意見を
聞いて作成したもの。

その他、震災・災害に関する情報や、マイナンバーカードの
特設サイト、新型コロナ感染症情報等の情報も掲載している。

在留手続や、年金制度、日常生活における習慣等、
日本に在留するうえでの基礎的情報について取りまと
め、16言語とやさしい日本語で作成。

「生活・就労ガイドブック」

1.概要

「生活・仕事ガイドブック」
▷動画はこちら（政府広報オンライン）

https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/plainjapanese_guideline.html#midashi03
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/12_00130.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/mynumbercard.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/covid19.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_all.html
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/guidebook_index.html
https://www.gov-online.go.jp/prg/prg25045.html


外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック

外国人材の支援ツールを知りたい

22

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

企業が外国人留学生等の多様性に応じた採用選考や採用後の柔軟な
人材育成や処遇等を実践できるよう押さえておくべき12項目（チェックリスト）
やベストプラクティス集等をとりまとめたもの。
文科省・厚労省・経産省の3省共同により令和2年2月に策定。

○問い合わせ先 経済産業省 産業人材課 ℡：03-3501-2259

外国人留学生等の多様性に応じた採用選考や
採用後の柔軟な人材育成や処遇等を実践する際
に押さえておくべき12項目を整理

▲チェックリストの各項目について、必要性や
具体的な取組内容、期待される効果等を解説

▲チェックリストの項目に対応する
取組を実践する企業事例を紹介

1.概要

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/ryugakusei_katsuyaku_pt/pdf/20200228_01.pdf


在留資格一覧（入管庁）

外国人材の在留資格を知りたい
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在留資格 該当例

外交 外国政府の大使、公使等及びその家族

公用 外国政府等の公務に従事する者及びその家族

教授 大学教授等

芸術 作曲家、画家、作家等

宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

報道 外国の報道機関の記者、カメラマン等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者、管理者等

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等

医療 医師、歯科医師、看護師等

研究 政府関係機関や企業等の研究者等

教育 高等学校、中学校等の語学教師等

技術・人文知識・

国際業務

機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講

師等

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

介護 介護福祉士

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手等

技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者等

特定技能 特定産業分野（注１）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

（注２）資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

在留資格 該当例

文化活動 日本文化の研究者等

短期滞在 観光客、会議参加者等

留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生

研修 研修生

家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

在留資格 該当例

特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子

永住者の配偶者等
永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引

き続き在留している実子

定住者 日系３世、外国人配偶者の連れ子等

就労が認められる在留資格（活動制限あり）

就労が認められない在留資格（注２）

就労の可否は指定される活動によるもの

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

（注１）介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車
整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業
、木材産業（令和６年３月２９日閣議決定）

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html


技術・人文知識・国際業務／高度専門職（入管庁）

外国人材の在留資格を知りたい
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在留資格
日本において
できる活動

該当例
在留
期間

主な要件 備考

技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づ
いて行う理学、工学その他の自然
科学の分野若しくは法律学、経済
学、社会学その他の人文科学の分
野に属する技術若しくは知識を要す
る業務又は外国の文化に基盤を有
する思考若しくは感受性を必要とす
る業務に従事する活動

コンピュータ・プログラマー、
CAD及びCAEのシステム
解析、機械工学の技術者、
建築・土木における研究
開発

5年、3年、
1年又は3
月(更新回
数に制限な
し)

該当する活動・上陸許可基準についてはこちら
• 在留者数：394,295人（2024年6月末

時点）マーケティング支援業務、
経営コンサルタント

民間の語学教師、通訳・
翻訳、デザイナー

高度専門職

【1号ｰイ】
研究、研究の指導or教育。
(在留資格「教授」「研究」等の活
動を想定)

大学教授、民間の研究者

5年ごとの
更新(更新
回数に制
限なし)

• 高度人材ポイント制 70点以上 等

• 在留者数：26,803人(2024年６月末
時点)

• 在留手続き

【1号ｰロ】
自然科学or人文科学の分野に属
する知識or技術を要する業務
(在留資格「技術・人文知識・国際
業務」「企業内転勤」等の活動を想
定)

エンジニア、プログラマー、
営業、マーケティング、企
画、商品開発、カスタマー
センターなどの顧客部門

【1号ｰハ】
経営or管理業務
(在留資格「経営・管理」等の活動
を想定)

企業の経営者、管理部門
（総務、経理・財務、人
事・労務、法務、広報）

【2号】
1号を含めたほぼ全ての就労資格の
活動に係る業務

ー 無期限

• 高度専門職1号で3年以上の活動
• ほか特定の要件（素行が善良、日本国の

利益に合致しているなど）

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001366995.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00047.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00047.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001655.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/newimmiact_3_procedure_index.html


特定技能／技能実習（入管庁）

外国人材の在留資格を知りたい
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在留資格
日本において
できる活動

該当例
在留期

間
主な要件 備考

特定技能

【1号】
特定産業分野に属する相
当程度の知識又は経験
を必要とする技能を要する
業務。

介護、ビルクリーニング、工業製品製
造業(※)、建設、造船・舶用工業、
自動車整備、航空、宿泊、自動車
運送業、鉄道、農業、漁業、飲食
料品製造業、外食業、林業、木材
産業（16分野）

※機械金属加工、電気電子機器
組立て、金属表面処理、紙器・段
ボール箱製造、コンクリート製品製造、
RPF製造、陶磁器製品製造、印
刷・製本、紡織製品製造、縫製

1年を超えない
範囲内で法務
大臣が個々の
外国人につい
て指定する期
間ごとの更新
(最長で通算5
年

＜技能水準＞
• 製造分野特定技能1号評価試験

＜日本語能力＞
• 国際交流基金日本語基礎テスト

or
• 日本語能力試験（Ｎ４以上）

• 在留者数：251,747人(2024年6月
時点)

• 日本国内で人手不足が深刻とされてい
る特定産業分野において、即戦力となる
外国人材を受け入れることを目的とする。

• 経産省所管は「工業製品製造業分野
（旧 素形材・産業機械・ 電気電子情
報関連製造業分野）」

• R6.3.29閣議決定により、対象分野等
追加【2号】

特定産業分野に属する熟
練した技能を要する業務。

1号から介護、自動車運送業、鉄道、林
業、木材産業を除いた11分野

3年、1年又は
6ヶ月ごとの更新
(更新回数に制
限なし)

＜技能水準＞
• 「製造分野特定技能２号評価試験」

及び「ビジネス・キャリア検定３級」
or

• 「技能検定１級」

＜日本語能力＞
• 製造業企業における実務経験

※試験による確認は不要

技能実習

【1号】
技能実習計画に基づいて講
習を受け、及び技能等に係る
業務に従事する活動

【2号・3号】
技能実習計画に基づいて技
能等を有する業務に従事する
活動

ー

1号1年以内、2
号2年以内、3
号2年以内
(最長5年)

＜技能水準＞
[入国時]
• 本邦において従事しようとする業務と同種の業

務に、外国において従事した経験等を有し、又
は技能実習を必要とする特別の事情があること

[1年目(1号)→2年目(2号)]
• 基礎級 学科試験、実技試験 合格
[3年目(2号)→4年目(3号)]
• 3級 実技試験 合格
[帰国時]
• 2級実技試験 受検

＜日本語能力＞
なし（介護職種のみ入国時N4レベルの日本語要

件あり）

• 在留者数：425,714人（2024年6月末
時点）

• 日本の技術を本国（開発途上地域）へ持ち
帰ってもらうことによる、国際貢献を目的とする。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/gi-tetuduki2.pdf
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外国人材の在留資格を知りたい

技能実習制度の仕組み

26

https://www.otit.go.jp/files/user/231130-001.pdf
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外国人材の在留資格を知りたい

育成就労制度（制度見直しのイメージ図）

27

※ 令和9年４月から６月までに
施行予定

今回の法改正は、
技能実習制度に替えて人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘されてきた制度目的
と実態のかい離や外国人の権利保護などの課題を踏まえ、制度の適正化を図った上で、育成就労制度と特定技能制度との連続性を高める
ことで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる道筋を明確化し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを目指す
ものです。

https://www.moj.go.jp/isa/01_00461.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415280.pdf


留学／特定活動（入管庁）

外国人材の在留資格を知りたい
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在留資格
日本において
できる活動

該当例
在留期

間
主な要件 備考

留学
この在留資格に該当する
活動

大学、短期大学、高等専門学校、
高等学校、中学校及び小学校等の
学生・生徒。

最長4年3ヶ月

高等学校以上の場合
＜日本語能力＞
• 大学、高等専門学校等
• 日本語能力試験Ｎ２相当以上

専修学校、各種学校等
以下のいずれかを満たす。
• 日本語教育機関における１年以

上の日本語学習歴
• 日本語能力試験Ｎ２相当以上
• 学校教育法第１条に規定する学

校（幼稚園を除く。）において１
年以上の教育

※日本語教育機関への入学の場合
「日本語教育の参照枠」における
Ａ１相当以上

• 在留者数：368,589人（2024年6月時点）
• ガイドライン

• 進学、進級で引き続き滞在の場合は、期間満了
までに「在留期間更新」の手続きが必要

• 「留学」の在留資格において就労は認められない
ものの、入管庁から「資格外活動許可」を受ける
ことでアルバイトが可能。

特定活動 ー

◆インターンシップ(告示9号)
学業等の一環として、日本の企業
等において実習を行う活動。

◆サマージョブ(告示12号)
学業の遂行及び将来の就業に資す
るものとして、夏季休暇等の期間
（３月を超えない期間）を利用し
て我が国の企業等の業務に従事す
る活動。

５年、３年、
１年、６月、
３月※出入国
管理及び難民
認定法第七条
第一項第二号
の告示（特定
活動告示）で
定める活動を
指定される者
に限る

ー ー

◆本邦大学等卒業者(告示46号)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関
との契約に基づいて、当該機関の常勤の
職員として行う当該機関の業務に従事す
る活動（日本語を用いた円滑な意思疎
通を要する業務に従事するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する
者が行うこととされている業務に従事する
ものを除く。）

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/student.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00159.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00047.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri10_00187.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html


外国人材の在留資格を知りたい
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特定技能 技能実習

深刻化する日本の人手不足に対応するため。 目的
国際貢献（日本で修習得した技術を母国へ持ち帰り、広めても
らう）のため。

1号：特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必
要とする技能を要する業務
2号：特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務

作業内容
人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移
転による国際協力を推進するためにふさわしい業務

1号が16分野、2号が11分野 職種 91職種167作業

1号：技能試験、日本語試験（N4等）の合格（技能実習2
号を良好に修了した外国人は試験等免除）
※介護、自動車運送業（タクシー・バス）及び鉄道（運輸
係員）は日本語試験に別途要件あり
2号：技能試験の合格。ただし日本語試験は不要（漁業及
び外食業分野は必要（N3））

試験技能
入国時の試験は特になし
（介護職のみ「日本語能力検定」N4レベルの合格が必要）

同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が
確認されている業務区分間において転職可能

働き方
転籍は原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場
合や、2号から3号への移行時は転籍可能

1号通算5年、2号上限なし 在留期間 1号1年以内、2号2年以内、3号2年以内(最長5年)

1号：×、
2号：要件を満たせば認められる

家族の帯同 ×

• 基本的には人数制限無し。
※「建設」は企業単位、「介護」は事業所単位の人数枠
の定めあり。

• 予測される人材不足の数に対して、必要な労働力を算出
した、分野ごとの受入れ見込み数（上限数）あり。

受入人数 常勤職員（雇用保険に加入している社員）数に応じて定めあり。

特定技能／技能実習（入管庁）

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/gi-tetuduki2.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/technicalinterntraining.html


外国人材の在留資格を知りたい
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技術・人文知識・国際業務／特定活動告示46号（入管庁）

技術・人文知識・国際業務 特定活動告示46号（本邦大学等卒業者）

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の
自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文
科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の
文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従
事する活動（入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項
に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、
研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除
く。）

活動内容

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、当
該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動
（日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事するもの
を含み、風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うことと
されている業務に従事するものを除く。）

○理系の技術・知識を要する業務
①システムエンジニア、②設計、③プログラム開発

○文系の技術・知識を要する業務
①会計、②営業、③企画、④コンサルティング

〇外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
①翻訳・通訳

※学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要
とする業務でなければならないため、飲食店での接客や工場
でのライン作業等は、基本的に認められない。

具体的な
業務例

○日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む業務
①飲食店において店舗管理や通訳を兼ねた接客
②工場のラインにおいて日本人社員から受けた作業指示を外国
人社員に対して伝達し自らもラインで業務を行う

※一定の要件を満たすことで、「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格では認められていない幅広い業務に従事することが可
能である。
ただし従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業
務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定
水準以上の業務が含まれていること又は今後当該業務に従事す
ることが見込まれることが必要。

※契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員とし
て派遣先において就労活動を行うことはでない。

5年、3年、1年又は3月(更新回数に制限上限なし) 在留期間 5年、3年、1年又は3月(更新回数に制限上限なし)

扶養を受ける配偶者・子は可能、親は不可 家族の帯同 扶養を受ける配偶者・子は可能、親は不可

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html


人材確保等支援助成金（厚労省）
1.概要

2.内容

補助金、助成金、税控除を知りたい

○問い合わせ先 (a)～(c) 労働局 ／ ハローワーク ／ 支給申請窓口
                       (d)～(e)  労働局 職業安定部 職業対策課 31

人材の確保・定着を目的に、魅力ある職場づくりを目指して労働環境の向上等を図る事業主や
事業協同組合等に対して費用の一部を助成。

（a）雇用管理制度助成コース （パンフ） ※現在新規申請受付休止中（R4.3.31までの申請のみ手続き可能）

離職率を低下させたい！【事業者向け】
＞諸手当等制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度及び短時間正社員制度（保育事業主のみ）の導入・実施

（b）中小企業団体助成コース （パンフ）
雇用を確保したい・職場に定着させたい！ 【中小企業団体（事業協同組合等）向け】
＞採用・定着のための事業実施 （例 採用のための合同企業説明会を実施、職業相談者の配置）

（c）人事評価改善等助成コース （パンフ）
人事評価制度を整備して、生産性を向上させたい！ 【事業者向け】
＞従業員の賃金アップを含む人事評価制度を導入

（d）建設キャリアアップ（CCUS）システム等普及促進コース （Q&A）
2023年より原則義務化されたCCUSを構成員に導入させたい！ 【建設事業主団体向け】
＞１ 構成員の登録費用・手数料を、建設事業主団体が補助（肩代わり）
＞２ 構成員の事務手続の支援
＞３ 構成員のカードリーダーなどの各種機器やアプリなどのソフトウェア等の購入・リース費用の補助（肩代わり）

もしくは建設事業主団体が購入・リースした機器やソフトウェアの無償貸与

（e） 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース（建設分野） （パンフＰ７～）
１．若手や女性を採用したい・定着させたい！ 【建設事業主／建設事業主団体向け】

＞見学会、インターンシップ、講習会、研修、女性のキャリアパス作成、男性の育休・時短取得の促進、優秀者表彰制度等の導入・実施
２．建設工事における広域的な職業訓練を実施したい！【職業訓練法人向け】
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001233797.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763496.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199317.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001237922.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001237899.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000924909.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html#20006a
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001241209z.pdf


人材確保等支援助成金（厚労省）

1.概要

2.内容

補助金、助成金、税控除を知りたい

人材の確保・定着を目的に、魅力ある職場づくりを目指して労働環境の向上等を図る事業主や
事業協同組合等に対して費用の一部を助成。

（f）作業員宿舎等設置助成コース（建設分野） （パンフＰ１４～）
１．作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を貸したい！【岩手県、宮城県、福島県所在の中小建設事業主向け】
２．現場に女性専用作業員施設を貸したい！【中小元方建設事業主向け ※自ら施工管理する建設工事現場が対象】
３．認定訓練の実施に必要な施設や設備の設置や整備を行いたい！【職業訓練法人向け】

（g）外国人労働者就労環境整備助成コース （ガイドブック）
外国人労働者に定着してほしい！【事業者向け】
＞就労環境整備措置（雇用労務責任者の選任、就業規則等の社内規程の多言語化など）の導入・実施

（h） テレワークコース （リーフレット）
テレワークを導入して人材確保や雇用管理を改善したい！【中小事業者向け】
＞就業規則の整備、社員研修、必要機器の導入

（i） 派遣元特例コース （リーフレット）
派遣労働者の「同一労働同一賃金」を進めたい！【派遣元事業者向け】
＞派遣労働者 賃金制度の整備・改善

○問い合わせ先
(f)  労働局 職業安定部 職業対策課

   (g)  労働局 ／ ハローワーク ／ 支給申請窓口
 (h) 労働局 ／ 支給申請窓口
 (i) 労使協定について 労働局 職業安定部 職業対策課

助成金について 支給申請窓口 32
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07843.html#20007a
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001241209z.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001079870.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001262392.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hakenmoto-tokurei.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/001282174.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001233797.pdf
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001233797.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/toiawase2.html


1.概要

2.内容

補助金、助成金、税控除を知りたい

非正規雇用の労働者（有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者等）の企業内での
キャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成。

○問い合わせ先 労働局 ／ ハローワーク

リーフレット（簡易版）
パンフレット（詳細版）
Ｑ＆Ａ（障害者正社員化コース以外）

正社員化
支援

正社員化コース 非正規労働者を正社員化したい！

障害者正社員化コース
障害のある非正規労働者を正社員化したい！
詳細はこちら

処遇改善
支援

賃金規定等改定コース
非正規労働者の基本給を増額したい！
（ 賃金規定等を改定し３％以上増額 ）

賃金規定等共通化コース

非正規労働者と正規労働者、共通の賃金規定
を
新たに規定・適用したい！

賞与・退職金制度導入コース
非正規労働者に「賞与」または「退職金」を
支給したい！
（ 制度の導入、支給または積立てを実施 ）

社会保険適用時処遇改善コース

（令和８年３月31日まで）

非正規労働者に
・社会保険に適用させたい！
 ・収入を増加させたい！
（手当支給・賃上げ・労働時間延長）

キャリアアップ助成金（厚労省）

33
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https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001174806.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001249270.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239298.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001239297.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html


働き方改革推進支援助成金（厚労省）
1.概要

2.内容

補助金、助成金、税控除を知りたい

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業
を支援する事業主団体に対して助成。

○問い合わせ先 労働局（雇用環境・均等部（室））

（１）業種別課題対応コース
＊リーフレット（ 建設業 ／ 運送業 ／ 病院等 ）

（２）労働時間短縮・年休促進支援コース
＊リーフレット

（３）勤務間インターバル導入コース
＊リーフレット

（４）団体推進コース
＊リーフレット

申請受付締切
 2024年11月29日（金）（必着）
 ※国の予算額に達した場合、

上記期日以前に締め切る場合あり

生産性向上のヒント集（2024年3月）
：労働時間削減や賃上げ引き上げにつながる事例をご紹介
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（３）勤務間インターバル導入コースの例

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001304035.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001304036.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001304037.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001238836.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001303966.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200273.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001239012.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001304111.pdf


両立支援等助成金（厚労省）
1.概要

2.内容

補助金、助成金、税控除を知りたい

職業生活と家庭生活が両立できる職場づくりのために、育児休業取得促進、仕事と介護・不妊
治療の両立支援の取組を支援。

○問い合わせ先 労働局（雇用環境・均等部（室））

(a)出生時両立支援コース
（子育てパパ支援助成金）

男性労働者に育休を取ってほしい！【中小企業向け】
＞雇用環境整備の実施による、

男性の5日（※）以上の育休取得／育休取得率の上昇
 ※1人目の場合。2人目は10日以上、3人目は14日以上。

(b)介護離職防止支援コース
介護離職を減らしたい！【中小企業向け】
＞支援方針の周知、取得者への制度説明、合計5日以上の休業取得時、
 復職後３ヶ月以上雇用継続、面談実施、代替要員確保

(c)育児休業等支援コース
育休を取ってほしい！【中小企業向け】
＞支援方針の周知、連続3ヶ月以上の休業取得時、
 復職後6ヶ月以上雇用継続、
 面談実施、休業中の業務関係資料の提供 リーフレット（簡易版）

パンフレット（詳細版）
R6年4月からの変更点  （コース新設・加算）
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(d)育休中等業務代替支援コース
育休取得中のサポート人員を確保したい！【中小企業向け】
＞手当制度を就業規則等に規定または新たに代替要員を雇用、7日以上の休業取得

(e)柔軟な働き方選択制度等支援コース ＜ new！
子育て世代が柔軟に働けるようにしたい！【中小企業向け】
＞フレックスタイム制／テレワーク／時短勤務／保育サービス補助／子の看護休暇制度 等の
 柔軟な働き方を選択できる制度を２つ以上導入、面談実施、指定の期間利用。

(f)不妊治療両立支援コース
不妊治療による離職を減らしたい！【中小企業向け】
＞就業規則等への規定、社内ニーズ調査の実施、支援担当者の選任、
 合計5回以上の利用、連続20日以上休暇取得、復職後３ヶ月以上の雇用継続
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001240558.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001244347.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001226123.pdf


賃上げ促進税制（経産省）
1.概要

2.内容

補助金、助成金、税控除を知りたい

前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税（個人事業主は所得税）
から税額控除できる制度。

○問い合わせ先
【税制サポートセンター】 全企業／中堅企業向け ℡ ： 0570-078-117

中小企業向け ℡ ： 03-6281-9821
受付時間：平日9:30～12:00、13:00～18:00（12/28～1/5は休み）

（１）全企業向け・中堅企業向け
         賃上げ促進税制

ガイドブック（詳細版）
※令和6年8月公表版

（２）中小企業向け賃上げ促進税制
 
 ガイドブック（詳細版）

※令和4年12月更新版

 よくあるご質問
※令和4年12月更新版
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パンフレット（簡易版）

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6_chinagesokushinzeisei.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/r6_chinagesokushinzeisei.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei/chinagesokusinzeisei_gb_20240805.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai_r04.html
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04qa.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/r6_chinagesokushinzeisei_pamphlet.pdf


地方拠点強化税制（内閣府）

補助金、助成金、税控除を知りたい
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90万円（移転型）
（３年間で最大170万円）

／ 30万円（拡充型） 
最大

税額控除 

雇用促進税制：
増加した従業員に対して税額控除

and/or

オフィス減税：
建物等の取得価額に対して税額控除等

事務所※ 研修所研究所

※ 本税制の対象となる事務所は、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門、商業事業部門（一部）、
情報サービス事業部門、サービス事業部門（一部）のために使用されるもの。

東京23区からの
特定業務施設の
移転

地方における
特定業務施設の
拡充

or
※ 首都圏の一部は対象外 ※ 首都圏、中部圏、近畿圏

の一部は対象外

特定業務施設

措置内容

or

税額控除  ７％（移転型）／ ４％（拡充型）  

特別償却 25％（移転型）／15％（拡充型）

最大

（1人当たり）
※ 税制措置以外に、固定資産税等の減免に対する減収補填措置やデジ田交付金の弾力化措置等が活用可能。

地方における雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すため、地方において事務所等の特定
業務施設を整備する企業に対し、オフィスの取得価額や雇用者増加数に応じた税額控除等を措置するもの。
令和6年度税制改正により、適用期限を２年間延長するとともに、女性・若者・子育て世代にとって魅力ある
雇用の創出を図る観点から、制度の対象となる事業部門の追加や子育て施設の対象への追加等を実現。

○問い合わせ先 内閣府 地方創生推進事務局

(経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業政策課内)

℡：03-3501-1697
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1.概要

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html


補助金、助成金、税控除を知りたい
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地方移転・拠点拡充のモデルケース事例（６類型）

⑤クリエイティブ型

(株)シャフト（静岡県静岡市）

①地方貢献・Uターン
型(株)サザンクロスシステムズ（宮崎県宮崎市）

FY2022認定
（移転型）

⚫事業拡大や地域のDXに貢献するため、創業者の地元の宮

崎へ本社機能を東京から一部移転。ソフトウェア開発拠点、

研究センター及び人材育成センターも併設。

⚫大学等と連携して、地域のIT人材を育成。

⚫空港近くに新オフィスを整備することで、オフィス自体が

リクルート等の宣伝広告に。

⚫静岡市内初のアニメ制作会社の進出。

⚫国内アニメ制作会社の９割が１都３県に集中しており、

地方でのアニメ人材育成に課題感。

⚫仕事環境と生活環境の両面から見て、新スタジオ（事

務所）の移転先を静岡市に決定。

⚫静岡市の補助制度「Move To しずおか」（宿泊費・

交通費の補助）も活用。

FY2022認定
（移転型） ⑥人的資本経営型 FY2016認定

（拡充型）

(株)ナカノアパレル（山形県南陽市）

⚫山形工場の買収を機に、本社も南陽市へ移転。

⚫企業内保育所や社宅、シェアハウス、研修所等を完備した

総合施設“NAKANO VILLAGE”を整備し、社員が安心して働け

る環境づくりを進める。(研修所・研究所に本税制を活用。※R6年

度～子育て施設が対象に追加)

⚫若手社員に新規事業に手を挙げる機会や自由研究ができる

アトリエを提供し、やりがいを創出。

④研究拠点強化型

タカラバイオ(株)（滋賀県草津市）

FY2021認定
（拡充型）

⚫バイオ医薬品CDMO(開発･製造受託)事業等の強化のため、

開発拠点と管理棟を新設。約200名を新規採用。

⚫早くから先端技術開発に取り組んできた実績から、近郊の

大学等の理系人材や東京のUターン人材も獲得。

⚫ 2027年には新たな製造拠点も稼働予定であり、自治体等

と連携して継続的に設備投資に取り組んでいる。

②BCP型

⚫首都圏直下型地震等の有事のBCP対策で、サテライ

トオフィスを創業の地の前橋市に新設。

⚫拠点を増やすことで、有事の際に損害を最小限に抑

え事業継続の強化を図る。

⚫前橋中心街の活性化に貢献。雇用促進税制で、思い

切った採用活動(地域雇用)や移住に繋がっている。

FY2023認定
（移転型）

(株)ジンズホールディングス（群馬県前橋市）

③自治体応援型

(株)BBSアウトソーシング熊本（熊本県熊本市）

FY2015認定
（拡充型）

⚫熊本県や熊本市から移転計画の後押しもあり、親会社の本

社機能の拡大に伴う業務負担の分散化のため、本社機能の

一部を東京から移転。

⚫熊本市企業立地促進補助金（賃料の補助）を活用。

⚫社内で教育体系を構築し、地方で優秀な人材の獲得・育成。



ユースエール認定（厚労省）
1.概要

2.内容

自社のブランドを向上させたい

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な
中小企業(常時300人以下雇用)を厚生労働大臣が認定。
認定を受けることで、様々な支援を受けることができる。

ユースエール認定のメリット
＊ハローワーク等で重点的にＰＲしてもらえます！
＊認定企業限定の就職面接会等に参加できます！
＊自社の商品、広告などに認定マークを使用できます！
＊日本政策金融公庫の働き方改革推進支援資金において、
 基準よりも低い金利で融資を受けられます！

＊公共調達（総合評価落札方式・企画競争方式）において、 加点評価を受けられます！

若者雇用促進総合サイト
＊認定基準を満たしているのか知りたい
 ユースエール認定到達度診断
 認定基準に満たない部分を明確にし、雇用管理を改善するための方法をご案内します。

＊申請書を作成したい
 ユースエール認定 申請書作成
 サイト上のフォーマットに必要事項を入力していくことで、申請書が作成できます。入力データの一時保存、引継も可能です。

＊認定企業を知りたい
 ユースエール認定企業一覧 ／ ユースエール認定企業インタビュー

○問い合わせ先 労働局 ／ ハローワーク

チラシ（事業主向け）

求職者(新卒者)への
アピールポイント
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000100266.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001233073.pdf
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushitop.action
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushishindaninfo.action
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/shinseishotop.action
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/ninteilist.action
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/interview.action
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushiconsultcounter.action
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushiconsultcounter.action
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001243906.pdf


えるぼし
（１つ星）

えるぼし
（２つ星）

えるぼし
（３つ星）

プラチナ
えるぼし

評価項目 ①採用／➁継続就業／③労働時間等の働き方／
④管理職比率／⑤多様なキャリアコース

認定基準 １つor２つの
基準を満たす

３つor４つの
基準を満たす

５つ全ての
基準を満たす

さらに行動計画に定めた目標の
達成等の追加要件を満たす

えるぼし認定（厚労省）
1.概要

2.内容

自社のブランドを向上させたい

女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企業を、
厚生労働大臣が認定。

えるぼし認定のメリット
＊自社の商品、広告、名刺、求人票などに認定マークを使用できます！
＊日本政策金融公庫の働き方改革推進支援資金において、
 基準よりも低い金利で融資を受けられます！

＊公共調達（総合評価落札方式・企画競争方式）において、 加点評価を受けられます！

パンフレット（詳細版）

求職者(新卒者)への
アピールポイント

○問い合わせ先 労働局（雇用環境・均等部（室）） 40
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001153670.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000984241.pdf
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html


▼主な要件のちがい トライくるみん くるみん プラチナくるみん

男性の育休取得率 7%以上 10%以上 30%以上

男性の育休と
企業独自の育児休暇
の
合計取得率

15％以上 20％以上 50%以上

女性の子の1歳誕生日
までの在籍者率
（女性の継続就労）

ー ー

出産した90%以上
or

出産した＋出産予定で退職
70%以上

取得率の公表 ー 「両立支援のひろば」で公表 「両立支援のひろば」で公表

プラス認定

不妊治療と仕事の両
立を図る取組への認
定

くるみん認定（厚労省）
1.概要

自社のブランドを向上させたい

仕事と子育ての両立を図る取組に積極的な企業を、厚生労働大臣が認定。
一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を
満たした場合に認定を受けることができる。

「一般事業主行動計画」とは？

企業が仕事と子育ての両立に取り組む
に当たって、(1)計画期間、(2)目標、
(3)目標達成のための対策及びその実
施時期を定めるもの。

従業員101人以上の企業には、行動計
画の策定・届出、公表・周知が義務付
けられている。
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https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html


くるみん認定（厚労省）

自社のブランドを向上させたい

くるみん認定のメリット
＊自社の商品、広告、名刺、求人票などに認定マークを使用できます！
＊日本政策金融公庫の働き方改革推進支援資金において、基準よりも低い金利で融資を受けられます！
＊公共調達（総合評価落札方式・企画競争方式）において、 加点評価を受けられます！
＊くるみん助成金（中小企業向け）が使えます！

両立支援のひろば
＊自社の取組がどこまで進んでいるか知りたい
 両立診断サイト
自社の両立支援の取組の進展度合いの診断や、他社との比較ができます。

 メイン診断の結果をもとに、取組の遅れている項目を重点的に取り組む「一般事業主行動計画」の作成も可能です。

＊実施状況を公表したい（認定要件）
自社の行動計画・データ等を登録・修正する

＊他社の取組を知りたい
両立支援に取り組む企業の事例集 ／ 一般事業主行動計画公表サイト

リーフレット（簡易版）
パンフレット（詳細版）

2.内容

○問い合わせ先 労働局（雇用環境・均等部（室））

求職者(新卒者)への
アピールポイント

プラチナくるみんはマントを
＼１2色から選べます！／
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/content/contents/001153670.pdf
https://kuruminjosei.jp/about/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ryouritsushihyou/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ryouritsushihyou/pages/proposal_flow
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/userinfo/input_email
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/practice/search
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/search_int.php
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/jisedai.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/999zentai.pdf
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html


1.概要

自社のブランドを向上させたい

ダイバーシティ推進を経営成果に結びつけている企業を経済産業大臣が表彰。
「ダイバーシティ経営企業100選」として平成24年度にスタートし、平成27年度から
「新・ダイバーシティ経営企業100選」へ。
平成29年度からは「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」をもとに、「ダイバーシティ2.0」に
取り組む企業を「100選プライム」として選定。令和2年度に終了。

受賞企業一覧 ／ ベストプラクティス集

＊ダイバーシティ経営を始めたい！定着させたい！【中小企業向け】

中小企業のためのダイバーシティ経営
リーフレット。実践者の取り組みや、対話のためのワークシート等を紹介。

○問い合わせ先
 経済社会政策室  ℡： 03-3501-1511 (内線：2131)

受賞 社名 所在地 業種
ベストプラ
クティス集

R2 スズキハイテック(株) 山形県 製造 P33

R1 (株)サニックス 山形県 サービス P57

H30 (株)長島製作所 岩手県 製造 P29

(株)東京堂 青森県 卸売 P51

(株)東邦銀行 福島県 金融 P61

H29 (株)清水建設 岩手県 建設 P23

(株)ユーメディア 宮城県 製造 P27

H28 (株)小坂工務店 青森県 建設 P19

(株)クラロン 福島県 製造 P27

(株)荘内銀行 山形県 金融 P55

(株)ホテル佐勘 宮城県 宿泊 P63

H27 (株)門間箪笥店 宮城県 製造 P35

H25 (株)セレクティー 宮城県 教育 P199

H24 (株)マイスター 山形県 製造 P16

▼東北の受賞企業

「ダイバーシティ経営」とは？
女性・外国人・高齢者・チャレンジド（障がい者）を含む多様な人材

が、その特性を活かし、生き生きと働くことのできる環境を整えることに
よって、自由な発想が生まれ、生産性を向上し、自社の競争力強化につ
ながる、といった一連の流れを生み出しうる経営のこと。
経産省では、少子高齢化の中で人材を確保し、多様化する市場ニー

ズやリスクへの対応力を高めるための有効な戦略として推進している。
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新・ダイバーシティ経営企業100選/100選プライム（経産省）

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/h30_guideline.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/practice/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/diversityleaflet.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/kigyo100sen/index.html


大規模法人部門 中小規模法人部門

従業員数 従業員数
資本金

または出資金額

卸売業 101人以上 1人～100人 1億円以下

小売業 51人以上 1人～50人 5,000万円以下

サービス業 101人以上 1人～100人 5,000万円以下

製造業その他 301人以上 1人～300人 3億円以下

上位対象

ホワイト500 ブライト500

健康経営優良法人（経産省）

1.概要

2.内容

自社のブランドを向上させたい

特に優良な健康経営を実践している企業を日本健康会議が認定する顕彰制度。

「健康経営」とは？

健康長寿社会の実現に向けて、従業員等
の健康管理を経営的な視点で考え、健康の
保持・増進につながる取組を戦略的に実践
する経営のこと。

健康経営銘柄

▼認定要件

健康経営度調査に回答
健康経営度上位500位以内

健康経営優良法人（大規模法人部門）に申請

▼補足

財務指標や調査回答に基づく加点あり
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https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
https://kenkokaigi.jp/about/
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeieido-chousa.html


○問い合わせ先
健康経営優良法人認定事務局（日本経済新聞社）
窓口：株式会社日経リサーチ
℡： 03-5296-5172 （受付時間：平日10時～17時30分）

健康経営優良法人 認定のメリット
＊ハローワーク等で重点的にＰＲしてもらえます！
＊認定ロゴマークを使用できます！
＊補助金申請時に加点を受けられます！
 （ものづくり補助金／IT導入補助金／事業継承・引継ぎ補助金／Go-tech補助金／事業再構築補助金）

＊日本政策金融公庫の働き方改革推進支援資金において、基準よりも低い金利で融資を受けられます！
＊日本に入国希望の外国人の在留資格審査において、手続きを簡素化できます！
＊そのほか各地域の支援制度を受けられます！

申請受付期間
 大規模法人部門
2024.8.21(月)～10.13(金)17時【終了】
中小規模法人部門
2024.8.21(月)～10.20(金)17時【終了】

 認定企業一覧はこちら

ACTION！健康経営
＊認定企業を知りたい／取り組み事例を知りたい
健康経営銘柄選定企業紹介レポート ／ 健康経営優良法人（中小規模）取り組み事例集

チラシ

健康経営優良法人（経産省）

自社のブランドを向上させたい
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https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html
https://kenko-keiei.jp/chiiki/
https://kenko-keiei.jp/houjin_list/
https://kenko-keiei.jp/
https://kenko-keiei.jp/connection_document/
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkoukeiei-chirashi.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html


なでしこ銘柄（経産省）

1.概要

2.内容

自社のブランドを向上させたい

女性活躍推進に優れた上場企業を、経済産業省
および東京証券取引所が共同で選定。
選定企業を投資家に“魅力ある銘柄”として紹介する
ことによる、企業への投資の加速を目的としている。

なでしこ銘柄
令和5年度においては、「採用から登用までの一貫したキャリア形成支援」
と「共働き・共育てを可能にする男女問わない両立支援」を両輪で進める
企業を27社選定。

Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業
令和5年度においては、「共働き・共育てを可能にする男女問わない両立支援」
が特に優れた企業を16社選定。

募集期間 令和6年8月26日（月）
～令和6年10月18日（金）【終了】

令和５年度「なでしこ銘柄」選定企業事例集
令和５年度「Nextなでしこ 共働き・共育て支援企業」事例集

○問い合わせ先  経済社会政策室  ℡： 03-3501-1511 (内線：2131)

 令和6年度「なでしこ銘柄」事業事務局（受託：EY新日本有限責任監査法人）
E-MAIL：nadeshiko20@jp.ey.com 46
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https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r5nadeshikojirei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r5tomotomojirei.pdf


地域の人事部（経産省）
1.概要

2.内容

補助金、助成金、税控除を知りたい

民間事業者等が複数の地域企業を束ね、 地方公共団体、金融機関、教育機関、 業界団体、
経営支援機関等と連携し、地域の関係者が一体となって、地域企業群にとって必要な人材の確
保・育成・定着を行う「地域の人事部」の取組を支援しているもの。
「地域の人事部」が地域企業の魅力を発信し、面で取り組むことで、地域の採用市場の形成や、
若者・域内外の人材が活躍・成長する機会の創出等が期待される。

民間事業者

地域の人事部
経産省

定額
補助 補助率：1/2等

事務局 域内企業群

企業が一体となって人材の
確保・育成・定着に取り組む連携

▼事例集
「地域の人事部」の定着に向けたヒント集（令和6年4月）
「地域の人事部」取組事例（令和5年9月） ※P1～2：(一社)フィッシャーマン・ジャパン（石巻市）掲載 

▼公募要領等

○問い合わせ先 経済産業政策局 地域経済産業政策課 ℡ ： 03-3501-1697 47
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● 域内企業等のインターン実施等

● 域内企業等の合同社員研修 等

● 兼業・副業や越境学習 等

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/index.html
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/240329_jirei_06.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/230914_jinjibu_jirei.pdf
https://strategic-hr.jp/open_recruitment


地域の人事部（経産省）

補助金、助成金、税控除を知りたい

申請枠 事業者 実施エリア 備考

働き方改革推進枠

プラットフォームあおもり
マルジンサンアップル
金子ファーム
マルチワーカージョブステーション鯵ヶ沢

青森県全域 人口急減地域支援

働き方改革推進枠
アースカラー
谷地林業

岩手県北部
沿岸

農村漁村地域支援

働き方改革推進枠 アイカムス・ラボ 盛岡市 TOLIC企業支援

一般枠 wiz 大船渡市 実践型留学（インターン）

一般枠

大森建設
BNGパートナーズ
清水企業
ダイサン

能代市 外国人活用

働き方改革推進枠 フィッシャーマン・ジャパン 石巻市 水産加工事業者支援

2.内容 ▼令和6年度公募期間
 ４月23日（火）～５月31日（金）【終了】

▼令和６年度事業区分
Ⓐ一般枠
：民間事業者等が、複数の地域企業を束ね、人材獲得・人材育成・キャリア支援等のサービス提供等に取り組む事業

Ⓑ働き方改革推進枠
：働き方改革に取り組んでいる地域未来牽引企業／地域経済牽引事業計画or連携支援計画の承認事業者が中心となり、
   地域に必要な人材の確保等のために地域の企業群と一体で働き方改革を推進しながら、人材の獲得・育成・キャリア支援等
 に取り組む事業

3.令和６年度の採択内容（東北管内）
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▼過去採択事業者

・令和6年度採択事業者

・令和5年度採択事業者

・令和4年度採択事業者

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/index.html
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2024/downloadfiles/s240628001.pdf
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2023/downloadfiles/s230619003.pdf
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2022/downloadfiles/s220930001_01.pdf
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一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン（石巻市）

宮城県石巻市（人口14万人）では、水産加工販売業に関わる企業群が合同で、水産加工販売業全体の
ブランディング向上、経営戦略に関わる経営人材の採用等の取組を実施。

地域の
目指す姿

• 地域の主要産業である水産関連業の復活を目指
した、地域単位での採用・育成

地域の
課題

• 少子高齢化に加えて、震災により水産加工販売業
の従事者は1998年から2018年で半減（4000
人→2000人）。

• 今後の事業展開を担う社長の右腕人材が不足

事業例

【人材獲得】
• 社長の右腕候補人材の採用に向けた、地域企業

群一体での広報戦略の策定、デジタルマーケティン
グの実施

※“SeaEO人材”の募集HPの作成
（例）SeaMO（海のマーケティング責任者）
 SeaPO （海の経営企画責任者）

• 合同でのインターンの募集・受入

【人材育成】
• 合同での研修

【人材定着】
• 就業後の定住支援（シェアハウス提供）

→３名の採用中、移住者も１名
（令和４年度）

＜事業スキーム＞

石巻市

・ 産業振興部門との連携
（お墨付き）

地域の関係機関

一般社団法人フィッシャーマン
・ジャパン

・人材獲得・育成・定着支援

※震災復興に携わった外部人材
  （ヤフー出身）が主導し、地域の 
   若手水産加工業関係者と組織

民間事業者

地域企業群

水産加工販売業 10社程度

末永海産株式会社 （水産加工販売）
盛信冷凍庫株式会社  （水産加工販売）
株式会社布施商店 （水産加工販売）
ミノリフーズ株式会社 （水産加工販売）
株式会社木の屋石巻水産 （水産加工販売）
株式会社ヤマナカ （水産加工販売）
漁業生産組合 浜人  （水産の養殖・加工・販売業） 等

連携

地域の人事部

＜事業イメージ＞

人材サービスの提供に係る導入・定着支援
（採用・評価制度構築・研修費用等）
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https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/230914_jinjibu_jirei.pdf
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「地域の人事部」の定着に向けたヒント集

地域の人事部 取組のヒントを知りたい

1.概要 「地域の人事部」の定着のために、5つの活動要素と、それぞれの活動要素のレベル(成熟度)、次の
レベルに移行するための実践ポイントを紹介。 経産省「地域の人事部」ページはこちら

▼地域の人事部に取り組む意義

5

つ
の
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動
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素
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https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/240329_jirei_06.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/index.html
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特定地域づくり事業協同組合制度（総務省）

地域に人を呼び込みたい

1.概要

地域の複数のしごとを組み合わせ、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出すこ
とで、人口急減地域に人材を呼び込むことを目指す事業。
地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進
することができる。
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○問い合わせ先 企業所在の県・市町村

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html
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特定地域づくり事業協同組合制度（総務省）
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東北の特定地域作り事業協同組合

都道府県 市町村 組合名 求人リンク

青森県 鰺ヶ沢町
協同組合マルチワーカージョブステー
ション鰺ヶ沢

－

青森県 南部町 人材サポートなんぶ協同組合 ●

岩手県 葛巻町 葛巻町特定地域づくり事業協同組合 ●

岩手県 大槌町 おおつち百年之業協同組合 －

岩手県 岩泉町 協同組合マルチワークいわいずみ

宮城県 気仙沼市 気仙沼ジョイントワークス協同組合 －

秋田県 東成瀬村 東成瀬村地域づくり事業協同組合 ●

山形県 小国町 おぐにマルチワーク事業協同組合 ●

山形県 白鷹町 しらたかマルチワーク事業協同組合 ●

福島県 喜多方市 協同組合ジョイフルワーク喜多方 ●

福島県 只見町 只見働き隊事業協同組合 ●

福島県 西会津町 協同組合マルチワークスにしあいづ －

福島県
柳津町
三島町
昭和村

奥会津地域づくり協同組合 ●

福島県 金山町 奥会津かねやま福業協同組合 ●

福島県 会津美里町 会津美里町地域づくり事業協同組合 －

福島県 楢葉町 楢葉町特定地域づくり事業協同組合 －

事例（発表動画）

【令和５年度】
• おぐにマルチワーク事業協同組合（山形県小国町）
• 奥会津かねやま福業協同組合（福島県金山町）
【令和４年度】
• 人材サポートなんぶ協同組合（青森県南部町）
• おぐにマルチワーク事業協同組合（山形県小国町）

優良事例集

• 山形県小国町
おぐにマルチワーク事業協同組合（P1）

地域に人を呼び込みたい

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html
https://jinzai-support-nanbu.jp/index.html
https://jinzai-support-nanbu.jbplt.jp/
https://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2021120800019/
https://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2021120800040/
https://kesennuma-jw.com/
https://atumare-naruse.com/
https://atumare-naruse.com/
https://ogumaru.jp/
https://ogumaru.jp/
https://shirataka-multiwork.jp/
https://shirataka-multiwork.jp/
https://smout.jp/plans/12979
https://tadamihatarakitai.studio.site/
https://smout.jp/plans/10726
https://okuaizu-chiiki.com/
https://okuaizu-chiiki.com/%e6%b1%82%e4%ba%ba%e3%83%bb%e6%8e%a1%e7%94%a8%e6%83%85%e5%a0%b1/
https://kanefuku.org/
https://kanefuku.org/recruit/
https://youtu.be/PwvGv6VBy9E
https://youtu.be/l7_HZ38aMjg
https://youtu.be/StHVWMa-0BA
https://youtu.be/t7arRK0CR8M
https://www.soumu.go.jp/main_content/000932025.pdf
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▼DXリテラシー標準の全体像

デジタル人材育成プラットフォーム（経産省）

デジタル人材を育成したい

1.概要 デジタル田園都市国家構想の実現に向け、地域企業のDXを加速するために必要なデジタル
人材を育成するプラットフォームを構築し、個人や企業内人材のリスキルを推進。
特徴は、デジタル教育コンテンツの集約・提示に加えて、ケーススタディ教育プログラムや地域
企業協働プログラムを提供し、DX推進する実践人材を育成。

○問い合わせ先
 マナビDX事務局（IPA）
「マナビDX問い合わせフォーム」

○マナビDX
https://manabi-dx.ipa.go.jp/

○マナビDX Quest
https://dxq.manabi-dx.ipa.go.jp/
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https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220329002/20220329002.html
https://manabi-dx-enquete.ipa.go.jp/form/pub/manabidx/portal_inquiry
https://manabi-dx.ipa.go.jp/
https://dxq.manabi-dx.ipa.go.jp/
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3.備考

マナビDX（経産省・IPA）

デジタル人材を育成したい

1.概要 デジタルに関する知識・スキルを身につけることができるポータルサイト。
これまでデジタルスキルを学ぶ機会が無かった方から、さらに実践的なデジタル知識・スキルを
身につけたい方まで、誰でも、デジタルスキルを学ぶことのできる講座を紹介。

・約230社、約730講座（令和6年10月時点）の民間事
業者等の学習コンテンツを掲載。
・厚労省が定める要件を満たした場合は、専門実践教育訓
練給付・人材開発支援 助成金の対象に。
・無料講座・受講費用補助が受けられる講座も多数掲載。
・生成AI 関連の講座も掲載。

○問い合わせ先
 マナビDX事務局（IPA）
「マナビDX問い合わせフォーム」
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2.内容

https://manabi-dx.ipa.go.jp/
https://manabi-dx-enquete.ipa.go.jp/form/pub/manabidx/portal_inquiry
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2.内容

3.備考

マナビDX Quest（経産省・IPA）

デジタル人材を育成したい

1.概要 「マナビDX」に続き、さらなる地域企業・産業のDXの実現に向け、ビジネスの現場における課題解決
の実践を通じた能力を磨くため、学生・社会人等を対象としたデジタル推進人材育成プログラム。
実際に手を動かしながらDX推進プロジェクトを体験することで、デジタル素養の有無に関係なく、DX
の担い手として持つべきスキルの習得が可能。

○問い合わせ先
info_manabi-dxquest@a-brain.com

受付/回答時間 10:00～17:00(土日祝日・年末年始を除く)

・令和5年度の成果
満足度：96％
参加者：①ケーススタディ教育プログラム 2,846名

②地域企業協働プログラム 468名 82企業
・令和6年度のケーススタディ教育プログラムは募集終了

人
材
確
保
・
定
着

人
材
育
成

生
産
性
向
上

https://dxq.manabi-dx.ipa.go.jp/
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2.内容

人材開発支援助成金（最大75％助成）

従業員の人材育成、スキルアップに

1.概要 事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得
をさせるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金
の一部等を助成する制度。

・社員研修が必要だけど、費用が高い・・・
・人材育成に対する取組ができていない・・・
・スキルアップしたいけど、時間と費用がかかる・・・

【こんな悩みありませんか？】

・人材育成上の費用負担が軽減
・従業員の生産性が向上
・従業員のキャリアアップへの意識向上

【助成金の活用で・・】

①人材育成支援コース
従業員の能力向上を目的とした専門的な知識・技能を
習得させたい

②教育訓練休暇等付与コース
なかなか時間が取れない従業員の自発的な訓練受講を支援
したい
③人への投資促進コース
社内のデジタル人材の育成や、サブスクリプション型の研修を活
用したい
④事業展開等リスキリング支援コース
新規事業の立ち上げや新商品の開発など、新たな分野で活
躍する人材を育成したい

【こんな時にはこのコース】
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○問い合わせ先 労働局 ／ ハローワーク

※支給にあたっては各種要件あり。労働局・ハローワークに確認のこと。

https://carigaku.mhlw.go.jp/jyoseikin/?utm_source=yahoo&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=jinkaikin_ys&yclid=YSS.1001291342.EAIaIQobChMI6pvD3tzLhwMVlTN7Bx0qJSiwEAAYAiAAEgI43_D_BwE
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushiconsultcounter.action
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
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2.内容

3.備考

仙台事業構想プロジェクト研究(事業構想大学院大学)

1.概要 「事業構想」によって「新規業創出のための構想計画を策定できる人材」を育成。
事業構想大学院大学(２年間の修士課程)のカリキュラムのエッセンスを１年間に凝縮。
現在・未来における社会動向、社会構造、社会システム、価値観、常識の変化を先取し、事業の種
を探し、事業の仮説を考え、ビジネスモデルを策定。フィールド・リサーチを経て、構想計画にまとめていく。

○問い合わせ先
学校法人先端教育機構
事業構想大学院大学 事業構想研究所
＜仙台校＞TEL：022-257-8411

・研究参加費：120万円/人
※人材開発支援助成金（人への投資促進コース）対象

仙台事業構想プロジェクト研究募集要項
（仙台経済同友会提携プロジェクト）

人材開発支援助成金 活用事例を知りたい
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https://www.mpd.ac.jp/wp-content/uploads/2024/04/%E3%80%90%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85%E3%80%91%E4%BB%99%E5%8F%B0%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%A7%8B%E6%83%B3%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E7%A0%94%E7%A9%B6_.pdf
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教育訓練給付制度（厚労省）

個人の教育訓練に活用できる助成金を知りたい
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1.概要 個人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的と
して、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるもの。

制度概要 教育訓練の種類

○問い合わせ先 労働局 ／ ハローワーク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushiconsultcounter.action
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
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職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）

人材育成に利用できる機関を知りたい
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求職者や在職者を対象にした短期間の職業訓練を実施する公共職業能力開発施設。
各県に設置され、訓練メニュー・コースも各センターごとに用意されている。

■求職者向け職業訓練…主に雇用保険を受給できない求職者のための職業訓練を実施

■在職者向け職業訓練（能力開発セミナー）…人材育成・スキルアップのための職業訓練を実施

高度ポリテクセンター

通常のポリテクセンターでは実施されていない高度かつ先端的な知識・技術を習得するための施設。千葉市に設置。

◇ポリテクセンター青森

◇ポリテクセンター秋田 ◇ポリテクセンター山形 ◇ポリテクセンター福島
◇ポリテクセンターいわき
◇ポリテクセンター会津

◇ポリテクセンター宮城◇ポリテクセンター岩手

○問い合わせ先 最寄りのセンター または 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

職業能力開発大学校／職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ）

高校卒業者等を対象に、ものづくりの基本を習得し、製造現場での最新の技能・技術に対応できる人材を養成。

その他の公共職業能力開発施設

◇東北ポリテクカレッジ ◇ポリテクカレッジ青森 ◇ポリテクカレッジ秋田

1.概要

https://www.jeed.go.jp/location/poly/
https://www.apc.jeed.go.jp/index.html
https://www3.jeed.go.jp/aomori/poly/
https://www3.jeed.go.jp/akita/poly/
https://www3.jeed.go.jp/yamagata/poly/
https://www3.jeed.go.jp/fukushima/poly/
https://www3.jeed.go.jp/iwaki/poly/
https://www3.jeed.go.jp/aizu/poly/
https://www3.jeed.go.jp/miyagi/poly/
https://www3.jeed.go.jp/iwate/poly/
https://www.jeed.go.jp/location/college/2.html
https://www3.jeed.go.jp/miyagi/college/
https://www3.jeed.go.jp/aomori/college/
https://www3.jeed.go.jp/akita/college/
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生産性向上人材育成支援センター

人材育成に利用できる機関を知りたい
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全国のポリテクセンターやポリテクカレッジなどに設置した、中小企業等の生産性向上に向けた
人材育成を支援するための総合窓口。

○問い合わせ先
最寄りのポリテクセンター／ポリテクカレッジ

支援の流れ

支援メニュー

（1）在職者訓練（高度な技能・技術の習得を支援）

（2）生産性向上支援訓練（生産性向上に必要な知識等の習得を支援）

（3）職業訓練指導員の派遣・施設設備の貸出

“ものづくり分野”を中心として、設計・開発、加工・組立、
工事・施工、設備保全などの、実習を中心とした訓練コース

生産管理、IoT・クラウド活用、組織マネジメント、マーケティングなど
あらゆる産業分野の生産性向上に効果的なカリキュラムにより、
企業が生産性を向上させるために必要な知識などを習得する職業訓練

教育訓練等の内容に応じ、訓練指導のノウハウを持った専門の
職業訓練指導員（テクノインストラクター）を派遣・紹介

令和4年度から設置。DX人材育成を推進するため、生産
性向上人材育成支援センターが提供する訓練等を継続的
に受講することで、DX人材育成に関する課題解決に結び付
けられるよう、計画的な支援を実施。

☞ 中小企業等
DX人材育成支援コーナー

• 在職者訓練（利用者の声紹介ページへ）
• 生産性向上支援訓練（利用者の声紹介ページへ）

訓練活用事例

人材開発支援助成金が活用できます！
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等の助成

1.概要

https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/seisansei.html
https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/d-1.html
https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/d-2.html
https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/d-3.html
https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/q2k4vk000001axv6-att/q2k4vk000004f58x.pdf
https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/q2k4vk000001axv6-att/q2k4vk000004f58x.pdf
https://www.jeed.go.jp/js/koe/zaishokusha.html
https://www.jeed.go.jp/js/koe/05.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
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キャリア形成・リスキリング支援センター

人材育成に利用できる機関を知りたい
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「個人(在職者)の方」「企業・団体の方」「学校関係者の方」を対象に、
ジョブ・カードを活用して様々なキャリア形成支援やリスキリング支援を無料で実施。

○問い合わせ先 キャリア形成・リスキリング支援センター

利
用
の
流
れ

詳しくはこちら 詳しくはこちら 詳しくはこちら

1.概要

https://carigaku.mhlw.go.jp/
https://carigaku.mhlw.go.jp/otw/#av-tab-section-1-2-link
https://carigaku.mhlw.go.jp/icc/
https://carigaku.mhlw.go.jp/icc/
https://carigaku.mhlw.go.jp/corp/
https://carigaku.mhlw.go.jp/corp/
https://carigaku.mhlw.go.jp/scs/
https://carigaku.mhlw.go.jp/scs/
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2.内容

3.備考

高等教育機関における共同講座創造支援事業費補助金（経産省）

産学連携の人材育成施策を知りたい

1.概要 『共同講座』とは、企業等が高等教育機関（大学・高等専門学校等）と“共同”で設置・運営する、
自社が必要とする高度専門人材を育成するための“講座”（コース・学科等を含む）。
共同講座の設置・運営によって、企業等の求める人材を高等教育機関において育成する環境を整備
することで、人材のリスキリングや企業等に必要な分野の学生の輩出を実現し、産業界のニーズに即した
人材の育成の加速化を図る。

○問い合わせ先
 「高等教育機関における共同講座創造支援事業」事務局
（一般社団法人 社会実装推進センター（JISSUI） ）
■E-mail：sangaku-renkei@jissui.or.jp

2次公募：7月23日～9月5日【終了】
概要説明資料
共同講座の事例はこちら共同講座事例調査報告書

• 講義聴講等だけでなく、業務への反映・実
務を想定した能動的学習（実習、フィール
ドワーク、PBL等）を含むことが望ましい。

• 可能な限り補助対象事業者以外へも開放し、
または情報発信がなされることが望ましい。

• 過去の講座は、以下のタイプが多い。
①企業人材育成型
補助対象事業者の従業員を主な対象として、
業務関連性の高い専門性を習得

②地域・業界人材育成型
地域・業界の多様な関係者や学生を主な対
象として、地域・業界の課題解決に必要な
基礎的知見・スタンス等を習得

【対象とする共同講座は】
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https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/koutou_kyouiku_kikan_niokeru_kyoudoukouzasousyutu.html
https://jissui-documentation.notion.site/e0f68c383264437993c66b86827bd15f
https://jissui.or.jp/project/project015
https://jissui.notion.site/3-4219a69ef085462993ede9cbebe5ce20
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申請枠 事業者
連携高等
教育機関

共同講座の名称

R5年度交付決定

処遇反映枠 株式会社どうぐばこ 山形大学 データ駆動型課題解決スキルセット講座

処遇反映枠 DOWAホールディングス株式会社 東北大学 DOWA×東北大学共創研究所

通常枠 特定非営利活動法人イノベブリッジたきざわ 岩手県立大学 滝沢市IPUイノベーションセンター企業による共同授業

通常枠
古河電池株式会社
（いわきCN人財育成コンソーシアム）

福島工業高等専門学校 いわきカーボンニュートラル社会連携共同講座

R４年度交付決定

処遇反映枠
常磐共同ガス株式会社 
（いわき CN 人材育成コンソーシアム）

福島工業高等専門学校 いわきカーボンニュートラル社会連携共同講座

処遇反映枠 株式会社どうぐばこ 山形大学 データ駆動型課題解決スキルセット講座

処遇反映枠 DOWAホールディングス株式会社 東北大学 DOWA×東北大学共創研究所

R３年度交付決定

ー DOWAホールディングス株式会社 東北大学 DOWA×東北大学共創研究所

ー 東洋システム株式会社 福島工業高等専門学校 カーボンニュートラル社会連携講座

ー セルスペクト株式会社 一関工業高等専門学校 ヘルステック創生医理工連携講座

4.東北管内の採択状況

▼過去交付決定事業者（全国）
・令和5年度交付決定事業者 ／ ・令和4年度交付決定事業者 ／ ・令和3年度交付決定事業者

産学連携の人材育成施策を知りたい

高等教育機関における共同講座創造支援事業費補助金（経産省）

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/koutou_kyouiku_kikan_niokeru_kyoudoukouzasousyutu.html#:~:text=%E3%81%AE%E6%A6%82%E5%BF%B5%E5%9B%B3-,%E4%BB%A4%E5%92%8C5%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%BA%A4%E4%BB%98%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%EF%BC%88%E4%BA%94%E5%8D%81%E9%9F%B3%E9%A0%86%EF%BC%89,-%E2%96%A0%E4%B8%80%E6%AC%A1%E5%85%AC%E5%8B%9F%EF%BC%88%E5%87%A6%E9%81%87
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/reiwa4nendokouhuketteijigyousyaitiran.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/r3_koufuketteijigyousya.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/koutou_kyouiku_kikan_niokeru_kyoudoukouzasousyutu.html
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DOWAホールディングス(株)×東北大学 R4補正(処遇反映枠)

1/2
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共同講座創造支援事業費補助金 活用事例を知りたい

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/kyoudoukouza_saitakujirei.pdf
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DOWAホールディングス(株)×東北大学 R4補正(処遇反映枠)

2/2

共同講座創造支援事業費補助金 活用事例を知りたい

https://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/kyoudoukouza_saitakujirei.pdf
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理工チャレンジ（リコチャレ！）～女子生徒等の理工系への進路選択を促進～

産学連携の人材育成施策を知りたい

根拠

夏のリコチャレ
• 夏休み期間中、大学・企業・学術団体等がイベ

ントを実施
• 内閣府・文科省・経団連がサポート
• 令和6年度実績 119団体228イベント実施

（約6,900名が参加）

理工系女子応援ネットワーク会議

• 理工系女子応援ネットワークに登録した団体が出席
• 相互連携に向けた情報共有や取組方針を検討

STEM Girls Ambassadors

による理工系女性人材育成

• STEM Girls Ambassadorsを派遣し、全国各
地で講演等を開催

リコチャレ応援団体
• 理工チャレンジの趣旨に賛同する大学

• 企業・学術団体等 ９１６団体
（令和６年10月１日現在）

若手理工系人材（ロールモデル）

による出前授業
• 人口５万人未満の市区町村の自治体や学校へ、

企業・大学等の理工系人材を派遣

ウェブサイト理工チャレンジ

• イベント情報

• ロールモデル情報

• 団体からの応援メッセージ

シンポジウム
• 有識者や実際に活躍する女性研究者・技術者

（ロールモデル）による情報発信
• IT業界で活躍する女性(ロールモデル)提示等

現状

取組

女子中高生・女子学生の皆さんが、理工系分野に興味・関心を持ち、将来の自分をしっかりイメージして
進路選択（チャレンジ）することを応援するため、理工系分野が充実している大学や企業など『リコチャレ
応援団体』の紹介や、団体が実施するイベント情報の提供、 理工系分野で活躍する女性からのメッセー
ジ紹介等を実施。

○問い合わせ先 男女共同参画局 ℡：03-5253-2111（大代表）、【理工チャレンジHP】

• 大学（学部）の理工系の学生に占める女性の割合：理学系 27.9 % 工学系 16.1 % （文部科学省「令和５年度学校基本調査」）

• 研究者の採用に占める女性の割合（自然科学系）：理学系 14.1 % 工学系 19.9 % （文部科学省調べ  令和３年度）

取組

理工系女子
応援ネットワーク

リコチャレ応援団体のうち、具体的な支援
を行っている団体  225団体
（令和６年10月１日現在）

調査研究
• 女性生徒等の理工系分野への進路選択支援を目

的とした各種支援策の調査研究、事例集作成
• 女子生徒等の理工系分野への進路選択を阻害する

アンコンシャスバイアスの払拭を目的とする研修用動
画制作

1.概要

https://www.gender.go.jp/c-challenge/index.html
https://www.gender.go.jp/c-challenge/stem_girls_ambassadors/index.html
https://www.gender.go.jp/c-challenge/kyouryoku/index.html
https://www.gender.go.jp/c-challenge/index.html
https://www.gender.go.jp/c-challenge/index.html
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地域ニーズに応える産学官連携を通じたリカレント教育プラットフォーム構築支援事業

産学連携の人材育成施策を知りたい

地域の複数の大学と産業界や自治
体等が連携して、リカレント教育に関
するニーズ把握やマッチング等を効果
的・効率的に行うとともに、
企業側における評価や環境整備の
促進も図るプラットフォームを構築し、
その取組を促進することを図るもの。

金

✓ 地方大学は、大学進学や就職の際に若者の流出を
防ぎ、地方自治体の存立に貢献
※大学の学生収容率と自県内大学進学率には、強い正の相関

✓ 経営者や労働者のリスキリングに取り組むことにより、
地域産業の維持発展に貢献

✓ 地域の産・学・官が一体となった「リカレント教育プラッ
トフォーム」を構築し、地域の産業ニーズと大学資源を
マッチング

➢リカレント教育に関する地域人材ニーズの把握
➢コーディネーター配置
➢大学等の教育コンテンツと地域ニーズのマッチング

➢企業等の観点から､受講の有用性等に関する評価方法を策定

➢企業側のリカレント教育に関する取組状況を共有
➢リカレント教育の受講促進に向けた企業側の環境整備指針等を明示

➢大学等の協力を得た経営者向けプログラム開発

主な実施事項

R４補正予算事業（Ｒ５実施）

R５補正予算事業（Ｒ６実施）

R4補正予算3億円、R5補正予算1.4億円

☞R５補正予算事業（R６実施）では
 東北管内では、岩手県、山形大学が採択

○問い合わせ先 文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課（リカレント教育・民間教育振興室） ℡：03-5253-4111

メリット

1.概要

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/manabinaoshi/mext_00016.html
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2.内容

3.備考

女性リーダー育成研修（WIL）

女性のリーダー人材を育成したい

1.概要 グローバル化の進展、市場ニーズの多様化といった社会環境の変化に対応するためには、経営層
に女性などの多様な人材を登用することが重要。他方、我が国における役員レベルの女性比率
は10％台にとどまり、諸外国と比べて極めて低い状況。
役員登用前の女性幹部社員について、個社の中でロールモデルが少ない、管理職以上に登用
できるスキルを持った女性の層が薄い等の課題もある中、企業単独での取組には限界もあること
から、企業経営を担う女性リーダー人材の育成を目的とした研修を実施。
（WIL：Women’s Initiative for Leadershipの略）

○問い合わせ先
経済産業省経済産業政策局経済社会政策室
TEL：03-3501-1511（内線2131） 
MAIL：bzl-WIL@meti.go.jp

東北管内参加企業：(株)セーコン【第3期】
 (株)ユーメディア【第4期】

【令和6年度WIL第9期募集要領から】

目的 将来の経営幹部候補である女性幹部社員の人材育成

人数 10名公募（地方企業への波及の目的から、企業規模・地域の分散の観点を含め選出）
研修はなでしこ銘柄の選定企業・WILへの参加実績ある企業からの参加をあわせ30名程度で実施。

対象企業 女性の活躍推進が、自社の企業経営における重要な戦略として位置づけられ、女性活躍推進法に基づく一般事業主行
動計画を定め公表するとともに具体的な取組を行っていることなど複数要件あり

対象者 所属企業が経営幹部候補として推薦する女性社員（原則部長級相当）で、WIL全プログラムに対面で参加していただけ
る方

参加費 無料（交通費・通信費・諸費用は各自負担）

研修内容 ①政府関係者・企業経営者・有識者を講師とする勉強会
②グループ別政策研究（経済社会課題に関する政策提言の策定）
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https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/wil/index.html
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中小企業大学校（中小機構）

経営人材を育成したい
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経営者・経営幹部等及に対して、中小企業の事例等を活用した研修の提供を通じて、自社が抱える
経営課題の解決につながる知識・スキルの習得を支援。

○問い合わせ先
中小企業大学校 仙台校 ℡：022-392-8811

中小企業者向け研修

支援担当者向け研修

全国9か所に設置 仙台校（仙台市青葉区落合4-2-5）

仙台校（仙台校の魅力編）（YouTubeに遷移）

1991年の開校以来、延べ4万人以上が受講。
中小企業の課題解決を目的に、短期（1～5日間）
にして実践的な研修を開催。

中小企業者および中小企業支援担当者のための少人数制
オンライン研修や、短時間で学べるオンライン研修、いつでも
どこでも学べるe-ラーニング講座（動画・無料）も開催。
WEBee Campus（ウェビーキャンパス）／MANABee Campus（マナビーキャンパス）

1.概要

https://www.smrj.go.jp/institute/
https://www.smrj.go.jp/institute/sendai/training/sme/2024/index.html
https://www.smrj.go.jp/institute/sendai/training/supporter/index.html
https://www.smrj.go.jp/institute/sendai/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=bQUzKzQChpI
https://www.smrj.go.jp/institute/participation/online/index.html#01


RIPS 地域の経営人材が未来を創るイノベーションに挑戦して魅力的な事業プランを開発
し、構想力と実行力を支える知力・スキル・マインドを学習するための場を提供すると
ともに、卒塾後の事業プランの実現プロセスを支援。

RIAS 地域企業のイノベーションを促進する高度な目利き力と支援力を有する支援人材を
育成。
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2.内容

3.備考

地域イノベーションプロデューサー塾（RIPS）
地域イノベーションアドバイザー塾（RIAS）

経営人材を育成したい

1.概要

○問い合わせ先
東北大学大学院経済学研究科 地域ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ研究ｾﾝﾀｰ

（ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ教育研究棟6階）
TEL：022-217-6265 

・入塾料：30万円
・卒塾生数（2012年度～2024年度）

RIPS：381名 RIAS：244名

【RIPS】 【RIAS】
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https://rirc.econ.tohoku.ac.jp/education/rips/
https://rirc.econ.tohoku.ac.jp/education/rias/
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2.内容

3.備考

ローカルベンチマーク（通称：ロカベン）

経営状態を確認したい

1.概要 企業の経営状態の把握、いわゆる「企業の健康診断」を行うツール。
企業の経営者と金融機関・支援機関等がコミュニケーション（対話）を行いながら、ローカルベ
ンチマーク・シートなどを使用し、企業経営の現状や課題を相互に理解することで、個別企業の
経営改善に向けた取組を促す。

○問い合わせ先
経済産業省 経済産業政策局 産業資金課 ℡： 03-3501-1676 

・ローカルベンチマーク（ロカベン）シート
・活用事例
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https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/sheet.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/jirei.html
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デザイン経営 デザインは、企業が大切にしている価値、それを実現しようとする意志を表現する営み

1.概要 デザインの力をブランドの構築やイノベーションの創出に活用する経営手法。
その本質は、人（ユーザー）を中心に考えることで、根本的な課題を発見し、これまでの発想にと
らわれない、それでいて実現可能な解決策を、柔軟に反復・改善を繰り返しながら生み出すこと。

○問い合わせ先
特許庁デザイン経営プロジェクトチーム
問い合わせフォーム

企業競争力を強化したい
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■「デザイン経営」宣言（平成30年5月、経産省・特許庁） ■実践例
・デザイン経営ハンドブック（令和2年3月、特許庁）

・デザイン経営の課題と解決事例（令和2年3月、特許庁）

・中小企業のためのデザイン経営ハンドブック
・中小企業のためのデザイン経営ハンドブック2

■実践支援ツール
・デザイン経営コンパス

https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei.html
https://mm-enquete-cnt.jpo.go.jp/form/pub/jpo/pa9999?q1=padesign_project
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/kyousou-design/document/index/01houkokusho.pdf
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/document/design_keiei/handbook_20200319.pdf
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/document/design_keiei/jirei_20200319.pdf
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/chusho.html
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/chusho_2.html
https://www.jpo.go.jp/introduction/soshiki/design_keiei/compass.html
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2.内容

東北半導体・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃﾞｻﾞｲﾝｺﾝｿｰｼｱﾑ(T-Seeds)

1.概要 東北地域、ひいては我が国の半導体等関連産業の基盤強化に向けて、産学官の連携体「東北
半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム（T-Seeds）」を組成し、人・情報・モノ等が活発
に行き交い、地域と産業が相乗的に成長する「シリコンコリドー」の形成を進め、半導体関連産業
の人材の裾野拡大や基盤強化・発展に向けた取組を推進し、経済波及効果の最大化を目指す。

○問い合わせ先
東北経済産業局情報政策・半導体戦略室
℡： 022-221-4895
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https://www.tohoku.meti.go.jp/s_monozukuri/index_semicon.html#:~:text=%E6%9D%B1%E5%8C%97%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E4%BD%93%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%A0%EF%BC%88T%2DSeeds%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
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2030年 2040年 2050年

洋上安全
作業訓練

約2,900人／年 約7,900人／年 約11,400人／年

メンテナンス作
業訓練

約300人／年 約1,400人／年 約2,400人／年

トレーニング（作業訓練）の需要

洋上風力発電事業における必要人材数

秋田塾・能代塾     風と海の学校 あきた イオス・エンジニアリングサービス

FOMアカデミー 北拓トレーニングセンター

JWPA資料より

洋上風力産業 O&M人材育成拠点
1.概要 今後、洋上風力発電事業の様々な分野において人材が必要となる。特に洋上風力の運転が

開始される2030年以降は、O&M分野の人材の需要が急拡大する。
経済産業省では、ECOWINDと連携し、洋上風力産業の人材育成を推進。
東北地域にはO&M人材育成拠点が多数存在しており、人材育成のポテンシャルを有する。
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https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240621003/20240621003.html
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2.内容

3.備考

中小企業省力化投資補助（カタログ補助金）（経産省）
1.概要 中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、IoT・ロボット等の人手不足解消に効果が

ある汎用製品を「製品カタログ」から選択・導入する際の費用を支援。

・製品販売事業者との共同申請が必要
・製品本体価格に加え、導入経費も対象
・みなし大企業や1次産業は対象外

・令和6年6月25日～随時公募受付中

製品例）無人搬送ロボット、検品・仕分けシステム、無人監視システム、キャッシュレス型無人券売機 等

○問い合わせ先
中小企業省力化投資補助事業 コールセンター
ナビダイヤル：0570-099-660

補助金、助成金、税控除を知りたい 人
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https://shoryokuka.smrj.go.jp/


76

2.内容 3.備考

ＩＴ導入補助金（経産省）
1.概要 中小企業等の生産性の向上を目的として、業務効率化やDX に向けて行う 

IT ツール（ソフトウェア 、アプリ 、 サービス等）の導入を支援する補助金。

・登録された「IT導入支援事業者」と
パートナーシップを組んでの申請が必要

・基本はソフトウェア購入費が対象
（インボイス枠のみで付属的に一部ハード
ウェアも対象。ハードウェアのみの購入はNG）

・公募締切日等は、上記タイトルリンクから
ご確認ください。

○問い合わせ先
IT導入補助金
事務局コールセンター
ナビダイヤル：0570-666-376

補助金、助成金、税控除を知りたい 人
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確
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https://it-shien.smrj.go.jp/
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2.内容

3.備考

事業再構築補助金（経産省）
1.概要 新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編、国内回帰またはこれらの取組を通じた規模の

拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するもの。

・第12回公募：令和6年4月23日～7月26日
【公募終了、次回公募は未定】

○問い合わせ先
事業再構築補助金事務局（コールバック予約システム）
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/callback.html

補助金、助成金、税控除を知りたい 人
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https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/callback.html
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2.内容 3.備考

業務改善助成金（厚労省）
1.概要 生産性向上に資する設備投資等（機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練）を

行うとともに、事業場内最低賃金を一定額（各コースに定める金額）以上引き上げた場合、その
設備投資などにかかった費用の一部を助成するもの。

・事業場内最低賃金と地域別最低
賃金の差額が50円以内であること

 が要件

・令和6年度の申請締切：12/27(金)

助成率：

○問い合わせ先
業務改善助成金コールセンター
℡：0120-366-440

補助金、助成金、税控除を知りたい 人
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
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2.内容

産業雇用安定助成金（厚労省）
1.概要 ・新型コロナウィルスの影響で一時的な事業縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により雇用を

維持する場合に、出向元・出向先の双方に対し賃金や経費を助成する目的で令和3年2月に創設さ
れたが、「雇用維持支援コース」は令和5年10月に廃止。
現在下記3コースが稼働。

スキルアップ支援コース 事業再構築支援コース 産業連携人材確保等支援コース

内容

従業員のスキルアップを目
的とした在籍型出向を行っ
た「出向元事業者」に賃金
の一部を助成。

コロナの影響を受けた事業主が
新たな事業への進出等の事業再
構築を行うために必要な人材を
受入れる際に支援。

一時的に事業縮小を余儀なくさ
れた事業主が、生産性向上のた
めの取組等に必要な新たな人材
の受入れをする際に支援。

対象 出向元事業主 人材を受入れる事業主 人材を受入れる事業主

助成
内容

助成率：中小2/3
中小以外1/2

上限額：8,635円／1人1日

助成額：中小280万円／人
中小以外200万円／人

助成対象期間：1年

助成額：中小250万円／人
中小以外180万円／人

助成対象期間：1年

留意
事項

出向期間終了後に復帰した
際の賃金を出向前と比較し
て5％以上上昇させること。

・年350万円以上の賃金が支払われる人材の受入れが要件。
・6か月ごと2回に分け助成。

○問い合わせ先 労働局 ／ ハローワーク

補助金、助成金、税控除を知りたい 人
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00012.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinsangyourenkeijinzaikakuhotou_00001.html
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/jigyonushiconsultcounter.action
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html


分類 タイトル 公表元
公表
時期

備考

外部人材 外部人材活用事例動画（外部人材のススメ）
東北経済産業局
産業人材政策室

R5.5

外部人材 人材共創経営のススメ
東北経済産業局
企画調査課

R4.3

外部人材 多様な人材活用事例集
関東経済産業局
産業人材政策課

R6.3
令和5年度 地域中小企業・小規模
事業者の人材確保支援等事業

外部人材 兼業・副業人材活用のススメ
関東経済産業局
産業人材政策課

R4.3
令和3年度 地域中小企業・小規模
事業者の人材確保支援等事業

外部人材 "新しい"副業人材活用に向けたガイドブック
近畿経済産業局
地域経済課

R6.4
令和5年度 副業人材の活用促進に
向けた知的財産課題等調査事業

外部人材 副業・兼業人材活用事例集
近畿経済産業局
地域経済課

R5.4

外部人材 副業・兼業に取り組む企業の事例について 厚生労働省 R5.3

外部人材 東北プロボノプロジェクト事例集
東北経済産業局
産業人材政策室

R5.3
令和3年度 地域中小企業・小規模
事業者の人材確保支援等事業

外国人 高度外国人材活用事例集
東北経済産業局
国際課

R6.5
東北高度外国人材活躍推進コン
ソーシアム事業

外国人 はじめての高度外国人材採用事例集
九州経済産業局
投資交流促進課

R5.3
令和4年度 地域中小企業・小規模
事業者の人材確保支援等事業

外国人 高度外国人材定着・育成事例集
九州経済産業局
投資交流促進課

R6.3
令和5年度 地域中小企業・小規模
事業者の人材確保支援等事業 80

主な事例集１

https://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi_jinza/topics/230512_2.html
https://www.tohoku.meti.go.jp/kikaku/chihososei/topics/pdf/220331.pdf
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/chiikino_jinjibu/data/240329_jinzaikatsuyou_jireisyu.pdf
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/jinzai/data/220331_kenngyouhukugyou_zireisyu.pdf
https://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/hukugyou_guidebook.pdf
https://www.kansai.meti.go.jp/2sangyokikaku/2022jireisyu.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079974.pdf
https://www.tohoku.meti.go.jp/s_sangi_jinza/topics/pdf/230310.pdf
https://www.jetro.go.jp/hrportal/region/tohoku/jirei.html
https://www.kyushu.meti.go.jp/jirei/foreign_talent/20230317_hs_oss_prsnl.pdf
https://www.kyushu.meti.go.jp/jirei/kokusai/jinzai/240405_1_1.pdf


分類 タイトル 公表元
公表
時期

備考

人材活用 中小企業・小規模事業者の人材活用事例集
中小企業庁
経営支援課

R5.6

人材活用 中小企業・小規模事業者の人材活用事例集
中小企業庁
経営支援課

R6.5
令和5年度 人材確保支援等事
業

人材活用 中小企業・小規模事業者の人手不足への対応事例集
中小企業庁
経営支援課

R5.5
令和4年度 人材確保支援等事
業

人材活用 よろず支援拠点活用事例集
中小企業庁
経営支援課

R6.5 ※経営支援機関向け

人材活用 多様な人材活躍/働きやすい中小企業事例集
中部経済産業局
地域振興・人材政策課 R6.3

人材活用 自治体DX推進参考事例集【2.人材確保･育成】 総務省 R6.4 ※自治体向け

人材活用 外部デジタル人材の確保ガイドブック 総務省 R6.6 ※自治体向け

生産性向上
「IT導入補助金」を活用した業務効率化の取組
事例

中小企業庁
経営支援課

R5.6

ダイバーシ
ティ

中小企業のためのダイバーシティ経営
経済産業政策局
経済社会政策室

R6.4

地域の
人事部

「地域の人事部」の定着に向けたヒント集
経済産業政策局
地域経済産業政策課

R6.4
令和5年度 地域戦略人材確保
等実証事業

地域の
人事部

九州地域の人事部 モデル地域取組事例集
九州経済産業局
産業人材政策室

R6.4
令和5年度 地域中小企業・小
規模事業者の人材確保支援等
事業 81

主な事例集２

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/jirei.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/jirei_r5.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/download/jieri_r4.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/yorozu_jirei.pdf
https://www.chubu.meti.go.jp/b32jinzai/jirei/jirei.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000944065.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/000949907.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/it_jirei.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/hitodebusoku/guideline/it_jirei.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/diversityleaflet.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/jinjibu/240329_jirei_06.pdf
https://www.kyushu.meti.go.jp/jirei/jinzai/240418_2_1.pdf
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主なサポート機関
サポート機関 概要

プロフェッショナル人材戦略拠点
（プロフェッショナル人材事業）

（内閣府）

新規事業の立ち上げ、販路開拓など、「攻めの経営」に向けた自社の課題と、それを解
決するための人材像の明確化を支援。

その人材ニーズを人材ビジネス事業者に取り繋ぎ、プロフェッショナル人材を紹介。

地域金融機関
（先導的人材マッチング事業

採択事業者）

（地域企業経営人材マッチング
促進事業 登録金融機関）

地域企業の事業性評価・伴⾛支援活動の一環として、経営課題の把握から、人材
紹介後のフォーローアップまでをワンストップで実施。

ハローワーク
（厚生労働省）

求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会等を実施。

働き方改革推進支援センター
（厚生労働省）

全国47都道府県で、労務管理の専門家が無料で、時間外労働の上限規制や同一
労働同一賃金、その他働き方改革を広く支援する取組に関する個別相談やコンサル
ティングを実施。

外国人雇用サービスセンター
（厚生労働省）

高度外国人材（日本での就労を希望する外国人留学生、専門的・技術的分野の外
国人労働者）に対する就職等の支援を実施。
※東京、名古屋、大阪、福岡

https://www.pro-jinzai.go.jp/kyoten/
https://pioneering-hr.jp/open_recruitment/r5_result
https://www.revicareer.jp/employ/member_banking/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12638.html
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主なサポート機関
サポート機関 概要

キャリア形成・リスキリング
支援センター（厚生労働省）

ジョブ・カードを活用した人材育成やセルフ・キャリアドックの導入に関する相談・助言など、
従業員のキャリア形成やリスキリングに取り組む企業への無料支援等を実施。

テレワーク相談センター
（厚生労働省）

テレワークを導入しようとする企業等に対し労務管理やICTの活用方法等についてワン
ストップで相談対応やコンサルティング等を実施。

生産性向上人材育成支援センター
（独陸行政法人高齢・障害・求職

者雇用支援機構）

全国のポリテクセンターやポリテクカレッジなどに設置した、中小企業等の生産性向上に
向けた人材育成を支援するための総合窓口。

産業雇用安定センター
全国47都道府県で無料で求人・人材支援（①構造変化・環境変化に対応した企
業間の移籍・出向のサポート、②社員の人材育成やキャリアアップのための在籍型出向
のサポート、③「キャリア人材バンク」で高齢者の再就職のサポート）を行う。

社会保険労務士
企業における採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題や年金の相談や助
言を実施。

https://carigaku.mhlw.go.jp/otw/
https://telework.mhlw.go.jp/info/map/
https://www.jeed.go.jp/js/jigyonushi/seisansei.html
https://www.sangyokoyo.or.jp/
https://www.shakaihokenroumushi.jp/
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主なサポート機関
サポート機関 概要

よろず支援拠点
（中小企業庁）

生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題に対する相談
や助言、経営課題に応じた適切な支援機関の紹介を実施。

ハンズオン支援
（独立行政法人中小企業

基盤整備機構）

経営課題の解決に取り組む中小企業・小規模事業者を対象に豊富な経験と
実績をもつ専門家を派遣し、アドバイスを実施。

中小企業大学校
（独立行政法人中小企業

基盤整備機構）

経営者や管理者向けの実践的な研修を通じ、中小企業を支える人材の育成支援を
実施。

中小企業海外ビジネス人材育成塾
（独立行政法人日本貿易

振興機構）

海外展開を目指す中小企業の担当者に対し、海外展開戦略の策定、商談プ
レゼン能力など、海外ビジネスに有用なスキルを身につける研修の機会を
提供。

商工会議所
経営の相談や助言、福利厚生面の支援やマル経融資・小規模事業者持続化
補助金申請時の補助・支援等を実施。

https://yorozu.smrj.go.jp/base/
https://www.smrj.go.jp/sme/consulting/hands-on/
https://www.smrj.go.jp/institute/
https://www.jetro.go.jp/services/ikusei/ikuseijuku/
https://www.jcci.or.jp/ccisearch/?page=cciSearch
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主なサポート機関
サポート機関 概要

商工会
経営の相談や助言、福利厚生面の支援やマル経融資・小規模事業者持続化
補助金申請時の補助・支援等を実施。

中小企業団体中央会
事業協同組合等の中小企業団体等に対して、組織運営の指導や支援、経営
の相談や助言等を実施。

中小企業診断士
経営環境の変化を踏まえた、成長戦略や具体的な経営計画の策定を支援。
また、経営計画の実行にあたって、企業と行政や金融機関等への取次や、施策の適
切な活用等を支援。

https://www.shokokai.or.jp/?page_id=1754
https://www.chuokai.or.jp/index.php/bussinesslink/chuokailinklist/
https://www.jf-cmca.jp/
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